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第１章    計画策定にあたって 

 

 

１ 計画策定の背景と趣旨 

国においては、「障害者基本法」や「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する

支援等に関する法律」、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」等、障

がい福祉に関する法整備が進められてきました。 

令和４年 12月に、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律

等の一部を改正する法律」が成立し1、障害者等の地域生活や就労の支援の強化等によ

る、障がい者等の希望する生活を実現するための措置が求められています。 

また、令和３年に「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律の一部を改正

する法律」が成立し2、事業者による障がいのある人への合理的配慮の提供が義務化さ

れました。 

御嵩町では、平成 30年３月に策定した「第３期障がい者福祉計画」、令和３年３月

に策定した「第６期障がい福祉計画」、「第２期障がい児福祉計画」が令和５年度に

終了しますが、引き続き、障がい施策を計画的に推進するため、国際社会や国、県の

動向、アンケート調査結果や障がいのある人をとりまく課題を踏まえて、「第４期障

がい者福祉計画」、「第７期障がい福祉計画」、「第３期障がい児福祉計画」を策定

します。 

 

「障がい」「障害」の表記について 

 本計画の中で当該表記については、「害」という漢字に有する否定的なイメージに配慮

し、人権の尊重の理念に基づき、「差別」や「不快」な感情を持つ方々の気持ちを尊重し、

加えてノーマライゼーション社会の実現と意識醸成を図ることを基本スタンスとし、法令

や法令上の規定、固有名詞等を除き、「障害」を「障がい」と表記することとしている。 

 

  

                                                   
1 施行日は一部を除き令和６年４月１日 
2 施行日は令和６年４月１日 
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２ 計画の位置づけ 

（１）計画の性格  

障がい者計画は、本町の障がい者施策を総合的かつ計画的に推進するための基本計

画であり、町民、関係機関・団体、事業者、町が、それぞれに活動を行うための指針

となります。 

障がい福祉計画・障がい児福祉計画は、障がい福祉施策を円滑に実施するために、

目標年度である令和８年度の障がい者福祉の方向性をみすえたサービス量等の目標を

設定し、その確保のための方策について定める計画となります。 

 

（２）根拠法令  

本計画は、障害者基本法第 11条第３項に基づく「市町村障害者計画」と、障害者総

合支援法第 88条に基づく「市町村障害福祉計画」、改正児童福祉法第 33条の 20に基

づく「市町村障害児福祉計画」に当たる法定計画で、これら３つの計画を一体の計画

として策定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

障がい者福祉計画 

◎根拠法令 障害者基本法（第 11条第３項） 

◎位置づけ 障がいのある人のための施策に関する基本的な事項を定める計画 

◎計画期間 令和６年度から令和 11年度 

障がい福祉計画 

◎根拠法令 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 

      （第 88 条） 

◎位置づけ 障がい福祉サービス等の確保に関する計画 

◎計画期間 令和６年度から令和８年度 

◎根拠法令 児童福祉法（第 33条の 20） 

◎位置づけ 障がい児福祉サービス等の確保に関する計画 

◎計画期間 令和６年度から令和８年度 

障がい児福祉計画 
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３ 法律改正等の状況 

 

（１）障害者の権利に関する条約の批准  

平成 19年に「障害者の権利に関する条約」に署名し、それ以降、同条約の批准に向

け、様々な国内法の整備が進められた結果、平成 26 年１月にこの条約を批准しまし

た。平成 28年には、第１回政府報告書を国連に提出し、令和４年に国連による審査が

行われました。 

 

（２）障害者基本法の改正  

「障害者の権利に関する条約」における考え方にあわせ、障がいの有無にかかわら

ず、等しく基本的な人権を享有する個人としてその尊厳が重んぜられるものであると

の理念にのっとり、平成 23年に障害者基本法の一部が改正され、障がいのある人の定

義が見直されたほか、災害時の安全確保のために必要な情報提供に関する施策などが

追加されました。 

 

（３）障害者自立支援法の施行と改正  

平成 18年４月に障害者基本法の基本理念にのっとり、障がいのある人及び障がいの

ある児童がその能力や適性に応じて自立した日常生活・社会生活を営むことができる

ように必要な支援を行うことを目的とした障害者自立支援法が施行されました。 

障がいの種別にかかわらず、障がいのある人が必要とするサービスを利用できるよ

う、サービスを利用するための仕組みの一元化、施設・事業の再編、就労支援の抜本

的な強化、支給決定の仕組みの透明化、明確化等が行われました。 

平成 24年には、利用者負担の応能負担を原則とするとともに、発達障がいについて

も対象となることの明確化、相談支援の充実、障がい児支援の強化等の改正が行われ

ました。 

 

（４）児童福祉法の改正  

平成 24年の児童福祉法等の改正により、それまで障害者自立支援法（当時）と児童

福祉法に分かれていた障がいのある児童を対象とした施設・事業が児童福祉法に基づ

くサービスに一元化され、市町村が支給決定する障害児通所支援と都道府県が支給決
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定する障害児入所支援が創設されました。 

また、平成 28 年の同法改正により、平成 30 年度から障がいのある児童のサービス

に係る提供体制の計画的な構築を推進するため、「障害児福祉計画」の策定が義務付

けられました。 

 

（５）障害者虐待防止法の施行  

平成 24 年 10 月から「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する

法律（以下「障害者虐待防止法」という。）」が施行され、家庭や施設などで障がい

のある人に対する虐待を発見した人に自治体への通報を義務付けているほか、親によ

る虐待が生命に関わる危険性があると認められた場合には、親の許可がなくても自治

体職員の自宅への立ち入りを認めること、虐待に関する相談窓口の設置を自治体に義

務付けることなどが盛り込まれています。 

 

（６）障害者総合支援法の改正と施行  

従来の障害者自立支援法が平成 25年４月に障害者総合支援法に改正施行され、障が

いのある人の範囲に難病患者が加えられたほか、ケアホームのグループホームへの一

元化、重度訪問介護の対象拡大などが定められ、平成 30 年４月からは、地域生活の支

援として新たに「自立生活援助」や「就労定着支援」等のサービスが追加されること

になりました。 

また、令和４年の同法改正により、令和６年度からは、障がい害者等の地域生活や

就労の支援の強化等により、障がい者等の希望する生活を実現するための措置を講ず

ることとされています。 

 

（７）障害者優先調達推進法の施行  

平成 25年４月に「国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関す

る法律」が施行され、公的機関には、物品やサービスを調達する際、障がい者就労施

設等から優先的・積極的に購入することを推進し、障がいのある人の自立の促進に資

することとされています。 
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（８）障害者差別解消法の施行  

障がいのある人への差別を解消するため、平成 25年６月に「障害を理由とする差別

の解消の推進に関する法律」が公布され、平成 28年４月に施行されました。 

障がいを理由とする差別等の権利侵害行為を禁止するとともに、社会的障壁の除去

を必要としている旨の意思の表明があった場合には、その実施に向けて必要かつ合理

的な配慮の義務が定められています。 

また、令和３年の同法改正により、令和６年度から事業者による障がいのある人へ

の合理的配慮の提供が義務化されます。 

 

（９）改正障害者雇用促進法の施行  

平成 25 年６月に「障害者の雇用の促進等に関する法律」が改正され、平成 28 年度

から雇用分野における障がいのある人の差別の禁止や合理的な配慮の義務が定められ

るとともに、平成 30年度から法定雇用率の算定基礎に精神障がいのある人を加えるこ

とが規定されました。 

また、令和４年の同法改正により、令和５年度からは、雇用の質の向上のための事

業主の責務の明確化されるなどし、令和６年度からは、障がい者の多様な就労ニーズ

を踏まえた働き方の推進することとなります。 

 

（10）成年後見制度利用促進法の施行  

平成 28年４月に「成年後見制度の利用の促進に関する法律（以下「成年後見制度利

用促進法」という。）」が公布され、同年５月に施行されました。 

地域住民の需要に応じた成年後見制度の利用の促進、地域における成年後見人等と

なる人材の確保、関係機関等における体制の充実強化などが規定されました。 

令和４年度からは、第二期成年後見制度利用促進基本計画に基づき成年後見制度の

見直しに向けた検討と権利擁護支援策の総合的な充実などが進められています。 

 

（11）発達障害者支援法の改正  

平成 28年８月に「発達障害者支援法」が改正され、ライフステージを通じた切れ目

のない支援、家族なども含めたきめ細かな支援、地域の身近な場所で受けられる支援

などが規定されました。 
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４ 計画の対象 

本計画の性格を踏まえ、障がいのある方が地域社会で自立を目指し、積極的な社会

参加を進めるためには、障がいのある方に対する理解と認識を深めることが重要です。

そのため、本計画は、障がいの有無にかかわらず、すべての町民を対象とします。 

 

 

５ 計画期間 

第４期御嵩町障がい者福祉計画は、令和６年度から令和 11年度の６年間を、第７期

御嵩町障がい福祉計画、第３期御嵩町障がい児福祉計画は、令和６年度から令和８年

度を計画期間として策定します。ただし、計画期間の途中であっても、社会情勢の変

化や制度改正等により必要に応じて計画の見直しを行います。 

 

計画 
令和 

３年度 

令和 

４年度 

令和 

５年度 

令和 

６年度 

令和 

７年度 

令和 

８年度 

令和 

９年度 

令和 

10 年度 

令和 

11 年度 

障がい者 

福祉計画 

         

第３期 第４期 

         

障がい福祉計画 

         

第６期 第７期 第８期 

         

障がい児 

福祉計画 

         

第２期 第３期 第４期 

         

 

 

６ 計画の策定体制 

本計画の策定にあたっては、本町における身体障害者手帳所持者、療育手帳所持者、

精神障害者保健福祉手帳所持者に対してアンケート調査を実施しました。また、本町

における人口及び障がい者の状況等の統計資料を取りまとめました。また、有識者、

社会福祉関係団体等の代表者、関係行政機関等の職員等で構成する「御嵩町地域福祉

計画等策定委員会」を設置し、計画策定のための検討を行いました。 
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第２章    御嵩町の現状 

 

 

１ 障がいのある人を取り巻く状況 

（１）町の人口  

本町の人口は、令和４年 10月１日現在 17,768人で、平成 30年からの人口の推移は緩や

かな減少傾向にあります。 

年齢階層別の構成をみると、０～14歳の年少人口、15～64歳の生産年齢人口は減少傾向

にある一方、65歳以上の高齢者人口は増加傾向にあります。 

 

年齢３区分別人口の推移 

（人） 

区分 平成 30 年 令和元年 令和２年 令和３年 令和４年 

総人口 
18,359 

（100.0％） 
18,296 

（100.0％） 
18,205 

（100.0％） 
17,965 

（100.0％） 
17,768 

（100.0％） 

 ０～14 歳 
（年少人口） 

2,179 
（11.9％） 

2,160 
（11.8％） 

2,134 
（11.7％） 

2,062 
（11.5％） 

2,033 
（11.4％） 

15～64 歳 
（生産年齢人口） 

10,598 
（57.7％） 

10,491 
（57.3％） 

10,323 
（56.7％） 

10,104 
（56.2％） 

9,891 
（55.7％） 

65 歳以上 
（高齢者人口） 

5,582 
（30.4％） 

5,645 
（30.9％） 

5,748 
（31.6％） 

5,799 
（32.3％） 

5,844 
（32.9％） 

資料:住民環境課（各年 10 月１日現在） 

 

 

 

（２）身体障がいのある人の状況  

令和４年度では、町内で身体障害者手帳を所持している人は 761人となっています。

平成 30年度からの年次推移をみると、緩やかな減少傾向にあります。 

令和４年度の障がいの等級別でみると、最重度である「１級」が 214人で最も多く、

「１級」と「２級」の重度の人が全体の 43.6％を占めています。 
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身体障害者手帳所持者数の推移 

（人） 

区分 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 

１級 
240 232 226 223 214 

29.6 29.3 28.8 28.9 28.1 

２級 
131 128 126 118 118 

16.1 16.2 16.1 15.3 15.5 

３級 
183 175 170 175 182 

22.5 22.1 21.7 22.7 23.9 

４級 
167 169 180 172 169 

20.6 21.3 22.9 22.3 22.2 

５級 
51 48 44 43 39 

6.3 6.1 5.6 5.6 5.1 

６級 
40 40 39 41 39 

4.9 5.1 5.0 5.3 5.1 

手帳所持者合計 812 792 785 772 761 

資料: 福祉課社会福祉係（基準日各年度３月 31 日） 
 

令和４年度の障がいの種類別でみると、肢体不自由が 407 人と最も多く、身体障が

い者全体の半数（53.5％）を占めており、次いで内部障がいが 261 人、聴覚平衡機能

障がいが 58 人、視覚障がいが 28 人、音声・言語・そしゃく機能障がいが７人の順と

なっています。 

 

障がいの種類別身体障害者手帳所持者数の推移 

（人） 

区分 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 

視覚障がい 
35 33 28 27 28 

4.3 4.2 3.6 3.5 3.7 

聴覚平衡機能障がい 
56 57 58 58 58 

6.9 7.2 7.4 7.5 7.6 

音声・言語・ 

そしゃく機能障がい 

6 8 7 6 7 

0.7 1.0 0.9 0.8 0.9 

肢体不自由 
454 436 430 418 407 

55.9 55.1 54.8 54.1 53.5 

内部障がい 
261 258 262 263 261 

32.1 32.6 33.4 34.1 34.3 

手帳所持者合計 812 792 785 772 761 

資料: 福祉課社会福祉係（基準日各年度３月 31 日） 
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（３）知的障がいのある人の状況  

令和４年度では、町内で療育手帳を所持している人は 182 人となっています。平成

30年度との比較では、増加しています。 

令和４年度の障がいの等級別でみると、A1（最重度）が 26人、A2（重度）が 34 人、

Aが５人、B1（中度）が 54人、B2（軽度）が 63人となっています。 

 

障がいの等級別療育手帳帳所持者数の推移 

（人） 

区分 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 

A1 
24 24 24 27 26 

14.1 14.0 13.5 14.6 14.3 

A2 
36 37 36 33 34 

21.2 21.5 20.2 17.8 18.7 

A 
6 5 5 5 5 

3.5 2.9 2.8 2.7 2.7 

B1 
50 51 55 55 54 

29.4 29.7 30.9 29.7 29.7 

B2 
54 55 58 65 63 

31.8 32.0 32.6 35.1 34.6 

合計 170 172 178 185 182 

資料: 福祉課社会福祉係（基準日各年度３月 31 日） 

 

 

（４）精神障がいのある人の状況  

令和４年度では、町内で精神障害者保健福祉手帳を所持している人は 196 人となっ

ています。平成 30年度からの年次推移をみると、大幅に増加しています。 

令和４年度の障がいの等級別でみると、１級が 51 人、２級が 127 人、３級が 18 人

となっており、２級が最も多くなっています。 
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精神障害者保健福祉手帳所持者数の推移 

（人） 

区分 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 

１級 
44 43 42 51 51 

27.2 24.4 23.7 26.8 26.0 

２級 
102 119 118 122 127 

63.0 67.6 66.7 64.2 64.8 

３級 
16 14 17 17 18 

9.9 8.0 9.6 8.9 9.2 

合計 162 176 177 190 196 

資料: 福祉課社会福祉係（基準日各年度３月 31 日） 

 

（５）難病患者の状況  

平成 23年の障害者基本法改正において、障がい者の定義に「その他の心身の機能の

障がいがあるもの」として、難病患者が加わりました。その後、平成 25年４月の障害

者総合支援法施行により、障がい福祉サービスを受けることが可能となりました。令

和３年 11月より対象疾病は 366疾病となり、政令に定められています。また、平成 27

年１月１日に施行された「難病の患者に対する医療等に関する法律」により、医療費

助成の対象とする疾患は「指定難病」として、令和４年 1 月より 338 疾病が指定され

ています。難病患者の状況についてみると、患者数は横ばいで推移しており、令和２

年度では 92人となっています。 

 

難病患者の状況 

（人） 

疾病名 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 

筋萎縮性側索硬化症 1 1 1 1 

進行性核上性麻痺 1 1 1 1 

パーキンソン病 10 8 9 9 

大脳皮質基底核変性症 - - 1 1 

重症筋無力症 1 1 2 2 

多発性硬化症/視神経脊髄

炎 
2 1 1 1 

慢性炎症性脱髄性多発神

経炎/多巣性運動ニューロ

バチー 

1 2 2 2 

多系統萎縮症 2 2 1 1 

脊髄小脳変性症 9 9 9 9 

もやもや病 6 5 5 5 
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疾病名 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 

全身性アミロイドーシス 1 - - - 

神経線維腫症 1 1 1 1 

天疱瘡 1 - - - 

顕微鏡的多発血管炎 - 1 1 1 

全身性エリテマトーデス 5 6 5 5 

皮膚筋炎/多発性筋炎 2 3 3 3 

全身性強皮症 2 2 2 2 

混合性結合組織病 1 - - - 

ベーチェット病 1 1 1 1 

特発性拡張型心筋症 2 1 1 1 

再生不良性貧血 - 1 1 1 

特発性血小板減少性紫斑病 3 3 2 2 

IgA 腎症 - - 2 2 

多発性嚢胞腎 1 2 2 2 

後縦靭帯骨化症 2 2 2 2 

下垂体性ＡＤＨ分泌異常

症 
1 1 1 1 

下垂体性成長ホルモン分

泌亢進症 
2 1 1 1 

下垂体前葉機能低下症 1 1 1 1 

サルコイドーシス 1 1 3 3 

慢性血栓塞栓性肺高血圧

症 
- 1 1 1 

網膜色素変性症 1 1 1 1 

原発性胆汁性肝硬変 1 2 2 2 

自己免疫性肝炎 1 1 1 1 

クローン病 5 5 5 5 

潰瘍性大腸炎 22 20 17 17 

一時性ネフローゼ症候群 - 1 1 1 

強直性脊椎炎 1 1 1 1 

IgG4 関連疾患 - 1 1 1 

好酸球性副鼻腔炎 - 1 - 1 

合計 91 91 92 92 

資料: 可茂地域の公衆衛生（基準日各年度３月 31 日） 

※指定難病のうち御嵩町での認定者が該当となっている疾患を抜粋 

※令和３年度数値は令和５年度末に集計結果が出るため未掲載 
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（６）乳幼児健康診査  

乳幼児の障がいの発生と疾病予防を図るとともに、母親並びに乳幼児の健康の保持

及び増進を図るために４・５か月児、１歳６か月児、３歳児を対象に乳幼児健康診査

を行っています。いずれの健診においても受診率は、ほぼ９割を超えており、高い割

合で推移しています。 

 

乳児（４・５か月児）健診 

（人） 

疾病名 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 

対象者数（人） 109 117 115 83 91 

受診者数（人） 109 114 115 81 91 

受診率（％） 100.0 97.4 100.0 97.6 100.0 

 

１歳６か月児健診 

（人） 

疾病名 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 

対象者数（人） 118 124 126 127 89 

受診者数（人） 115 112 113 126 84 

受診率（％） 97.5 90.3 89.7 99.2 94.4 

 

３歳児健診 

（人） 

疾病名 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 

対象者数（人） 134 143 171 114 133 

受診者数（人） 130 143 159 116 130 

受診率（％） 97.0 100.0 93.0 101.8 97.7 

資料: 福祉課保健予防係 

 

（７）保育園  

本町には、町立保育園が３か所、私立の保育園が１か所の計４か所あり、障がいの

ある児童の集団生活への適応のため、また保護者の希望などを総合的に判断し、加配

保育士による障がい児保育を実施しています。令和４年度は３人の障がい児が通って

います。 
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保育園の障がい児（手帳所持者）の受け入れ状況 

（人） 

区分 平成 30 年 令和元年 令和２年 令和３年 令和４年 

公立 

上之郷 0 1 0 0 1 

中 1 1 1 1 0 

伏見 1 1 0 1 1 

私立 御嵩 1 2 2 1 1 

合計 3 5 3 3 3 

資料: 加配保育士数表より（基準日各年度４月 1 日） 

 

（８）小・中学校、特別支援学級への通学状況  

町内では、令和４年度において３か所の小学校、３か所の中学校があります。この

うち特別支援学級数は小学校で７学級、中学校で４学級となっており、小学校に通っ

ている支援を要する児童は 39 人、中学校に通っている支援を要する生徒は 14 人とな

っています。 

 

小・中学校、特別支援学校への通学状況 

（人） 

区分 平成 30 年 令和元年 令和２年 令和３年 令和４年 

小学校 

学校数 3 3 3 3 3 

特別支援学

級数 

6 6 5 6 7 

在籍者数 23 26 25 31 39 

中学校 

学校数 3 3 3 3 3 

特別支援学

級数 

2 4 4 4 4 

在籍者数 6 10 15 17 14 

資料: 学校基本調査（基準日各年度５月１日） 
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（９）施設サービスの状況  

障がい者の通所施設の状況は、令和５年３月 31日現在 128人が通所しています。 

 

就労移行支援 

（人） 

施設名 所在地 人数 サービス種類 

パッソ各務原 各務原市 1 就労移行支援 

LITALICO ワークス金山新尾頭 名古屋市 1 就労移行支援 

資料: 福祉課社会福祉係（令和５年３月 31 日現在） 

 

就労継続支援Ｂ型 

（人） 

施設名 所在地 人数 サービス種類 

フィナンシェ 御嵩町 2 就労継続支援Ｂ型 

けやき可児 可児市 4 就労継続支援Ｂ型 

ふれあいの里可児 可児市 2 就労継続支援Ｂ型 

障がい者就労支援センターひだまり 可児市 1 就労継続支援Ｂ型 

コルペコ可児 可児市 1 就労継続支援Ｂ型 

授産施設 グリーンバード 美濃加茂市 1 就労継続支援Ｂ型 

ワークショップ むくのき 美濃加茂市 3 就労継続支援Ｂ型 

青空ファーム 美濃加茂市 2 就労継続支援Ｂ型 

株式会社 F デザイナーズ 美濃加茂市 7 就労継続支援Ｂ型 

エスポ岐阜 美濃加茂市 1 就労継続支援Ｂ型 

つくしんぼ 川辺町 1 就労継続支援Ｂ型 

東濃ワークキャンパス 土岐市 1 就労継続支援Ｂ型 

SWINGU 多治見市 1 就労継続支援Ｂ型 

ひかりの家 多治見市 1 就労継続支援Ｂ型 

ライフワーク多治見 多治見市 2 就労継続支援Ｂ型 

清流園 岐阜市 1 就労継続支援Ｂ型 

資料: 福祉課社会福祉係（令和５年３月 31 日現在） 
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就労継続支援Ａ型 

（人） 

施設名 所在地 人数 サービス種類 

コルペコ可児 可児市 4 就労継続支援Ａ型 

笑夢 可児市 4 就労継続支援Ａ型 

笑富 御嵩町 11 就労継続支援Ａ型 

笑留 可児市 3 就労継続支援Ａ型 

ハッピーライクス可児事業所 可児市 3 就労継続支援Ａ型 

和楽 美濃加茂市 1 就労継続支援Ａ型 

Ｌａｃｋｙ Ｌｅａｆ 坂祝営業所 坂祝町 1 就労継続支援Ａ型 

つばさ 関市 1 就労継続支援Ａ型 

ルイメイ多治見 多治見市 1 就労継続支援Ａ型 

資料: 福祉課社会福祉係（令和５年３月 31 日現在） 

 

生活介護 

（人） 

施設名 所在地 人数 サービス種類 

あゆみ館 御嵩町 24 生活介護 

可茂学園 可児市 12 生活介護 

ふれあいの里可児 可児市 2 生活介護 

ハートピア可児の杜 可児市 1 生活介護 

しおなみ苑 八百津町 2 生活介護 

わたげの家 八百津町 1 生活介護 

ゆうゆう舎 川辺 川辺町 1 生活介護 

白竹の里 白川町 4 生活介護 

ひまわりの丘 関市 3 生活介護 

つくしんぼ 川辺町 1 生活介護 

太陽の家 美濃加茂市 1 生活介護 

はなの木苑 土岐市 2 生活介護 

第一陶技学園 多治見市 3 生活介護 

第二陶技学園 多治見市 1 生活介護 

陶技学園 みずなみ荘 瑞浪市 1 生活介護 

岐阜県立サニーヒルズみずなみ 瑞浪市 1 生活介護 

岐阜県立陽光園 美濃市 1 生活介護 

飛翔の里 第二生活の家 中津川市 1 生活介護 

岐阜県立みどり荘 岐阜市 1 生活介護 

でいあい 羽島市 1 生活介護 
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施設名 所在地 人数 サービス種類 

岐阜県立三光園 山県市 1 生活介護 

夢の家 愛知県 春日井市 1 生活介護 

資料: 福祉課社会福祉係（令和５年３月 31 日現在） 

 

 

 

障がい者の入所施設の状況は、令和５年３月 31日現在 42人が入所しています。 

 

施設入所者 

（人） 

施設名 所在地 人数 サービス種類 

可茂学園 可児市 6 施設入所支援 生活介護 

しおなみ苑 八百津町 2 施設入所支援 生活介護 

白竹の里 白川町 4 施設入所支援 生活介護 

ひまわりの丘 関市 3 施設入所支援 生活介護 

はなの木苑 土岐市 1 施設入所支援 生活介護 

岐阜県立三光園 山県市 1 施設入所支援 生活介護 

第一陶技学園 多治見市 1 施設入所支援 生活介護 

第二陶技学園 多治見市 1 施設入所支援 生活介護 

陶技学園 みずなみ荘 瑞浪市 1 施設入所支援 生活介護 

岐阜県立サニーヒルズ 

みずなみ 
瑞浪市 1 施設入所支援 生活介護 

飛翔の里 第二生活の家 中津川市 1 施設入所支援 生活介護 

岐阜県立みどり荘 岐阜市 1 施設入所支援 生活介護 

岐阜県立陽光園 美濃市 1 施設入所支援 生活介護 

資料: 福祉課社会福祉係（令和５年３月 31 日現在） 

 

グループホーム 

（人） 

施設名 所在地 人数 サービス種類 

ささゆり一番館 御嵩町 1 共同生活援助 

グループホームあらきの 御嵩町 4 共同生活援助 

グループホームほうきぼし 御嵩町 1 共同生活援助 

可茂学園 三ツ池ホーム 可児市 1 共同生活援助 

グループホーム綴 可児広見 可児市 1 共同生活援助 

桜路 川辺町 1 共同生活援助 

ホーリークロスヴィレッジ 土岐市 2 共同生活援助 

GiOhome 多治見市 1 共同生活援助 

清流の里 岐阜市 1 共同生活援助 

ゆうやけこやけ 羽島市 1 共同生活援助 

はぴくら 関市 1 共同生活援助 

太陽の家 美濃加茂市 1 共同生活援助 

資料: 福祉課社会福祉係（令和５年３月 31 日現在） 
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生活訓練施設 

（人） 

施設名 所在地 人数 サービス種類 

生活訓練施設 さくら 美濃加茂市 2 
宿泊型自立 

訓練施設 
自立訓練施設 

資料: 福祉課社会福祉係（令和５年３月 31 日現在） 

 

 

２ 障がい福祉サービス等の実績について 

（１）障がい福祉サービスの実施状況  

訪問系サービスについては、同行援護は利用時間の増加が見られます。 

日中活動系サービスについては、生活介護、自立訓練、就労継続支援（Ａ・Ｂ型）は利

用時間の増加が見られます。 

 

障がい福祉サービスの実施状況 

 単位 
令和３年度 令和４年度 令和５年度 

見込量 実績 達成率 見込量 実績 達成率 見込量 実績 達成率 

訪
問
系
サ
ー
ビ
ス 

居宅介護 
人 16 18 112.5 18 13 72.2 19 13 68.4 

時間 156 132 84.6 175 124 70.9 185 133 71.9 

重度訪問介

護 

人 0 0 - 0 0 - 0 0 - 

時間 0 0 - 0 0 - 0 0 - 

同行援護 
人 2 1 50.0 2 3 150.0 3 1 33.3 

時間 17 1 5.9 17 4 23.5 26 9 34.6 

行動援護 
人 3 3 100.0 3 2 66.7 3 4 133.3 

時間 12 12 100.0 12 9 75.0 12 7 58.3 

重度障がい者

等包括支援 

人 0 0 - 0 0 - 0 0 - 

時間 0 0 - 0 0 - 0 0 - 

日
中
活
動
系
サ
ー
ビ
ス 

生活介護 
人 62 62 100.0 63 65 103.2 63 64 101.6 

人日 1141 1162 101.8 1160 1197 103.2 1160 1225 105.6 

自立訓練 

（機能訓練） 

人 0 0 - 0 0 - 0 0 - 

人日 0 0 - 0 0 - 0 0 - 

自立訓練 

（生活訓練） 

人 3 3 100.0 3 5 166.7 3 4 133.3 

人日 42 6 14.3 42 27 64.3 42 56 133.3 

就労移行支

援 

人 2 5 250.0 2 4 200.0 3 2 66.7 

人日 37 24 64.9 37 47 127.0 55 15 27.3 

就労継続支援

（A 型） 

人 25 34 136.0 26 33 126.9 27 29 107.4 

人日 463 457 98.7 481 473 98.3 500 519 103.8 

就労継続支援

（B 型） 

人 22 38 172.7 22 34 154.5 22 36 163.6 

人日 366 510 139.3 366 491 134.2 366 593 162.0 

療養介護 人 0 0 - 1 0 0 1 0 0 

短期入所 

（福祉型） 

人 6 19 316.7 8 18 225.0 10 9 90.0 

人日 21 35 166.7 28 94 335.7 35 55 157.1 

短期入所 

（医療型） 

人 0 0 - 0 0  - 0 0 - 

人日 0 0 - 0 0 - 0 0 - 



 

   18 

 単位 
令和３年度 令和４年度 令和５年度 

見込量 実績 達成率 見込量 実績 達成率 見込量 実績 達成率 

居
住
系
サ
ー
ビ
ス 

共同生活援

助(ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰ

ﾑ) 

人 15 18 120.0 16 17 106.3 17 21 123.5 

施設入所支

援 
人 23 24 104.3 23 25 108.7 22 25 113.6 

計画相談支援 人 27 38 140.7 28 35 125.0 28 34 121.4 

地域移行支援 人 1 0 0 1 0 0 1 0 0 

地域定着支援 人 1 0 0 1 0 0 1 0 0 

令和５年度実績は令和５年 11月分までの実績からの推計値        資料: 福祉課社会福祉係 
 

 

（２）地域生活支援事業の実施状況  

地域活動支援センターの実利用者数が見込量を大きく下回っています。移動支援事業

の利用者数は見込み量を上回っていますが、利用時間は見込み量を下回っています。 

日中一時支援事業については、利用者数は概ね見込量通りとなっていますが、利用回数

見込量を大きく下回っています。 

 
 

地域生活支援事業の実施状況 

 単位 
令和３年度 令和４年度 令和５年度 

見込量 実績 達成率 見込量 実績 達成率 見込量 実績 達成率 

相談支援事業 

 障がい者相談支援

事業 
か所 7 7 100.0 7 7 100.0 7 7 100.0 

 基幹相談支援セン

ター 
か所 1 1 100.0 1 1 100.0 1 1 100.0 

成年後見制度利用支

援事業 
人 1 1 100.0 0 0 - 1 0 0 

意思疎通支援事業 

 
手話通訳者・要約

筆記者派遣事業 
人 8 1 12.5 10 0 0 10 0 0 

 
手話通訳者設置事

業 
か所 0 0 - 0 0 - 0 0 - 

日常生活用具給付等事業 

 介護訓練支援用具   件 3 0 0 3 0 0 3 0 0 

 自立生活支援用具  件 3 0 0 3 0 0 3 2 66.7 

 在宅療養等支援用

具  
件 3 7 233.3 3 3 100.0 3 2 66.7 

 情報・意思疎通支

援用具  
件 2 0 0 2 2 100.0 3 0 0 

 排せつ管理支援用

具  
件 457 410 89.7 457 420 91.9 457 552 120.8 

 居宅生活動作補助用具

（住宅改修費） 
件 1 0 0 1 4 400.0 1 0 0 

手話奉仕員養成研修事業 

 養成講習修了者数   人 3 2 66.7 3 2 66.7 3 7 233.3 

移動支援事業 
人 6 10 166.7 6 7 166.7 6 6 100.0 

時間 440 214 48.6 440 235 53.4 440 240 54.5 
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 単位 
令和３年度 令和４年度 令和５年度 

見込量 実績 達成率 見込量 実績 達成率 見込量 実績 達成率 

地域活動支援センタ

ー事業 

箇所 

（町内） 
0 0 - 0 0 - 0 0 - 

箇所 

（町外） 
3 3 100.0 3 3 100.0 3 3 100.0 

延べ利

用者数 
700 169 24.1 700 177 25.3 700 140 20.0 

訪問入浴サービス 人 1 0 0 1 1 100.0 1 1 100.0 

日中一時支援事業 人 25 
児：11 

者：22 

計：33 

132.0 28 
児：10 

者：25 

計：35 

125.0 28 
児： 9 

者：17 

計：26 

92.9 

令和５年度実績は令和５年 11月分までの実績からの推計値        資料: 福祉課社会福祉係 

 

 

（３）児童福祉法に基づくサービス  

児童発達支援については、利用者実績に増減があります。放課後等デイサービスについ

ては、年々増加傾向です。 

 

障がい児通所支援等の実施状況 

 単位 
令和３年度 令和４年度 令和５年度 

見込量 実績 達成率 見込量 実績 達成率 見込量 実績 達成率 

児童発達支援 
人 3 3 100.0 4 3 75.0 4 1 25.0 

人日 17 14 82.4 23 8 34.8 23 14 60.9 

放課後等デイサー

ビス 

人 20 28 140.0 21 35 166.7 22 36 163.6 

人日 220 255 115.9 231 321 139.0 242 391 161.6 

保育所等訪問支援 
人 0 0 - 0 0 - 1 0 0 

人日 0 0 - 0 0 - 5 0 0 

医療型児童発達支

援 

人 0 0 - 0 0 - 0 0 - 

人日 0 0 - 0 0 - 0 0 - 

居宅訪問型児童発

達支援 

人 0 0 - 0 0 - 0 0 - 

人日 0 0 - 0 0 - 0 0 - 

障がい児相談支援 人 5 3 60.0 6 3 50.0 7 5 71.4 

令和５年度実績は令和５年 11月分までの実績からの推計値        資料: 福祉課社会福祉係 

 

 

３ アンケート調査結果の概要 

（１）アンケート調査の概要  

１ 調査の目的 

本調査は、「障がい者福祉計画」及び「障がい福祉計画」を改定にあたり、計画

策定の基礎資料とするために実施したものです。 



 

   20 

 

２ 調査対象 

御嵩町在住の身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの

方、及び放課後等デイサービス事業所通所者等 

 

３ 調査期間 

令和４年 10月から令和４年 11月 

 

４ 調査方法 

郵送による配布・回収 

 

５ 回収状況 

配 布 数 有効回答数 有効回答率 

1,230通 517通 42.0％ 

 

６ 調査結果の表示方法 

回答は各質問の回答者数を基数とした百分率（％）で示してあります。また、

小数点以下第２位を四捨五入しているため、内訳の合計が 100.0％にならない場

合があります。 

複数回答が可能な設問の場合、回答者が全体に対してどのくらいの比率である

かという見方になるため、回答比率の合計が 100.0％を超える場合があります。 

設問ごとに障害者手帳所持別でクロス集計を実施しており、無回答については、

障害者手帳所持の設問において、回答が無かった方になります。ただし、他の設

問において回答いただいているため、集計しています。 
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（２）アンケート調査の結果  

① 差別や偏見、疎外感を感じることについて 

「ほとんど感じたことはない」の割合が 43.1％と最も高く、次いで「まったく感じ

たことはない」の割合が 26.1％、「ときどき感じる」の割合が 19.3％となっています。 

所持手帳別にみると、他に比べ、持っていないで「まったく感じたことはない」の

割合が、精神障害者保健福祉手帳で「ときどき感じる」の割合が、療育手帳で「とき

どき感じる」の割合が高くなっています。また、持っていないで「ときどき感じる」

の割合が、精神障害者保健福祉手帳で「ほとんど感じたことはない」「まったく感じ

たことはない」の割合が低くなっています。 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

よ
く
感
じ
る 

と
き
ど
き
感
じ
る 

ほ
と
ん
ど
感
じ
た
こ

と
は
な
い 

ま
っ
た
く
感
じ
た
こ

と
は
な
い 

無
回
答 

全  体 517  4.1  19.3  43.1  26.1  7.4  

身体障害者手帳 348  2.6  16.7  44.8  27.3  8.6  

療育手帳 68  7.4  32.4  38.2  20.6  1.5  

精神障害者保健福祉手帳 67  10.4  32.8  31.3  19.4  6.0  

持っていない 35  － 5.7  51.4  40.0  2.9  

 

  



 

   22 

② 虐待を受けた経験について 

「受けたことはない」の割合が 73.5％と最も高くなっています。 

所持手帳別にみると、他に比べ、持っていないで「受けたことはない」高くなって

います。また、精神障害者保健福祉手帳で「受けたことはない」の割合が、療育手帳

で「受けたことはない」の割合が低くなっています。 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

受
け
た
こ
と
が
あ
る 

少
し
は
受
け
た
こ
と

が
あ
る 

受
け
た
こ
と
は
な
い 

わ
か
ら
な
い 

無
回
答 

全  体 517  3.7  4.3  73.5  8.9  9.7  

身体障害者手帳 348  2.3  4.0  75.6  6.0  12.1  

療育手帳 68  5.9  1.5  67.6  23.5  1.5  

精神障害者保健福祉手帳 67  11.9  6.0  65.7  9.0  7.5  

持っていない 35  － 5.7  82.9  8.6  2.9  

 

③ 地域や社会に積極的に参加していくために大切なことについて 

「参加しやすいように配慮すること」の割合が 45.6％と最も高く、次いで「利用し

やすい施設への改善」の割合が 35.8％、「移動しやすい交通機関や道路への改善」の

割合が 32.3％となっています。 

所持手帳別にみると、他に比べ、療育手帳で「家族の積極性」割合が、持っていな

いで「参加を補助するボランティアなどの育成」「参加しやすいように配慮すること」

の割合が高くなっています。 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

参
加
し
や
す
い
よ
う
に
配
慮

す
る
こ
と 

魅
力
的
な
行
事
や
活
動
の
充

実 利
用
し
や
す
い
施
設
へ
の
改

善 移
動
し
や
す
い
交
通
機
関
や

道
路
へ
の
改
善 

地
域
の
人
た
ち
が
障
が
い
者

（
児
）
を
受
け
入
れ
る
よ
う
、
広

報
や
福
祉
教
育
の
充
実 

参
加
を
補
助
す
る
ボ
ラ
ン
テ

ィ
ア
な
ど
の
育
成 

家
族
の
積
極
性 

障
が
い
者
（
児
）
自
身
の
積

極
性 

そ
の
他 

無
回
答 

全  体 517  45.6  18.4  35.8  32.3  21.5  18.2  16.6  30.0  4.1  16.2  

身体障害者手
帳 

348  41.4  17.2  35.6  32.5  17.0  14.4  15.5  27.0  2.9  19.5  

療育手帳 68  58.8  22.1  39.7  30.9  32.4  30.9  33.8  41.2  2.9  2.9  

精神障害者保
健福祉手帳 

67  43.3  16.4  37.3  29.9  28.4  20.9  13.4  38.8  13.4  9.0  

持っていない 35  60.0  28.6  40.0  42.9  28.6  34.3  17.1  28.6  － 14.3  
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④ 健康を維持するために最も心がけていることについて 

「なるべく体を動かすようにしている」の割合が 22.8％と最も高く、次いで「特に

ない」の割合が 13.0％、「規則正しい生活を送るよう心がけている」の割合が 12.8％

となっています。 

所持手帳別にみると、他に比べ、療育手帳で「規則正しい生活を送るよう心がけて

いる」高くなっています。また、精神障害者保健福祉手帳で「なるべく体を動かすよ

うにしている」の割合が、持っていないで「なるべく体を動かすようにしている」の

割合が低くなっています。 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

な
る
べ
く
体
を
動
か
す

よ
う
に
し
て
い
る 

な
る
べ
く
外
出
し
た

り
、
人
と
会
う
よ
う
に

し
て
い
る 

栄
養
バ
ラ
ン
ス
の
良
い

食
事
を
心
が
け
て
い
る 

規
則
正
し
い
生
活
を
送

る
よ
う
心
が
け
て
い
る 

定
期
的
に
健
康
診
断
や

医
師
の
診
察
を
受
け
る

よ
う
に
し
て
い
る 

趣
味
を
持
つ
な
ど
ス
ト

レ
ス
を
解
消
す
る
よ
う

心
が
け
て
い
る 

特
に
な
い 

そ
の
他 

無
回
答 

全  体 517  22.8  4.6  6.2  12.8  10.3  4.3  13.0  1.0  25.1  

身体障害者手帳 348  25.9  5.7  6.3  9.8  10.3  4.6  12.1  1.1  24.1  

療育手帳 68  20.6  4.4  5.9  25.0  8.8  1.5  17.6  － 16.2  

精神障害者保健
福祉手帳 

67  11.9  1.5  6.0  16.4  11.9  6.0  9.0  － 37.3  

持っていない 35  14.3  － 5.7  14.3  11.4  2.9  22.9  2.9  25.7  

 

 

⑤ 通院などでお困りのことについて 

「特に困っていない」の割合が 45.1％と最も高く、次いで「専門的な治療を行う医

療機関が身近にない」の割合が 14.1％、「医療費や交通費の負担が大きい」の割合が

12.4％となっています。 

所持手帳別にみると、他に比べ、精神障害者保健福祉手帳で「医療費や交通費の負

担が大きい」の割合が、療育手帳で「専門的な治療を行う医療機関が身近にない」の

割合が高くなっています。また、他に比べ、精神障害者保健福祉手帳で「特に困って

いない」の割合が低くなっています。 
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単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

通
院
す
る
と
き
に
介
助
し
て

く
れ
る
人
が
い
な
い 

専
門
的
な
治
療
を
行
う
医
療

機
関
が
身
近
に
な
い 

専
門
的
な
リ
ハ
ビ
リ
が
で
き

る
機
関
が
身
近
に
な
い 

ち
ょ
っ
と
し
た
病
気
や
け
が

の
と
き
に
受
け
入
れ
て
く
れ

る
医
療
機
関
が
身
近
に
な
い 

気
軽
に
往
診
を
頼
め
る
医
師

が
い
な
い 

歯
科
診
療
を
受
け
ら
れ
な
い 

医
療
費
や
交
通
費
の
負
担
が

大
き
い 

特
に
困
っ
て
い
な
い 

そ
の
他 

無
回
答 

全  体 517  4.6  14.1  5.6  5.0  7.4  3.7  12.4  45.1  5.8  15.7  

身体障害者手
帳 

348  4.9  12.9  6.6  6.0  6.9  3.2  10.9  44.5  5.7  17.2  

療育手帳 68  2.9  19.1  5.9  5.9  4.4  4.4  10.3  47.1  4.4  10.3  

精神障害者保
健福祉手帳 

67  7.5  16.4  9.0  1.5  11.9  6.0  19.4  37.3  7.5  19.4  

持っていない 35  － 17.1  － － 5.7  2.9  17.1  48.6  5.7  5.7  

 

⑥ 障がいが生じた時期について 

「70 歳代以上」の割合が 20.5％と最も高く、次いで「50 歳代」の割合が 14.7％、

「60 歳代」の割合が 13.9％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑦ 障がいのある方が働くために必要なことについて 

「障がいの特性や程度にあった仕事が提供されること」の割合が 43.7％と最も高く、

次いで「企業などが積極的に障がい者を雇うこと」の割合が 42.9％、「障がい者に対

する事業主や職場の仲間の理解と協力があること」の割合が 42.2％となっています。 

所持手帳別にみると、他に比べ、療育手帳で「就労移行支援や就労継続支援のサー

回答者数 = 517 ％

生まれた時

０～９歳

１０歳代

２０歳代

３０歳代

４０歳代

５０歳代

６０歳代

７０歳代以上

無回答

8.9

10.6

5.2

6.6

7.7

7.4

14.7

13.9

20.5

4.4

0 20 40 60 80 100
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ビスが整備されていること」「障がい者に対する事業主や職場の仲間の理解と協力が

あること」の割合が、持っていないで「就職に結びつく技術や知識を習得すること」

の割合が高くなっています。また、身体障害者手帳で「障がい者に対する事業主や職

場の仲間の理解と協力があること」の割合が、持っていないで「企業などが積極的に

障がい者を雇うこと」の割合が低くなっています。 

 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

企
業
な
ど
が
積
極
的
に
障
が

い
者
を
雇
う
こ
と 

障
が
い
者
に
配
慮
し
た
職
場

の
施
設
・
設
備
が
整
っ
て
い

る
こ
と 

障
が
い
者
に
あ
っ
た
就
労
条

件
（
短
時
間
労
働
な
ど
）
が

整
っ
て
い
る
こ
と 

生
活
で
き
る
収
入
を
得
る
こ

と 障
が
い
者
に
対
す
る
事
業
主

や
職
場
の
仲
間
の
理
解
と
協

力
が
あ
る
こ
と 

仕
事
を
す
る
た
め
の
訓
練
・

研
修
の
機
会
が
充
実
し
て
い

る
こ
と 

自
営
業
を
希
望
す
る
障
が
い

者
へ
の
支
援
が
充
実
し
て
い

る
こ
と 

通
勤
や
移
動
に
対
し
て
配
慮

や
支
援
が
あ
る
こ
と 

全  体 517  42.9  41.6  40.8  41.4  42.2  15.5  8.7  29.0  

身体障害者手帳 348  40.2  40.5  36.5  37.1  35.9  10.6  7.5  25.6  

療育手帳 68  54.4  55.9  51.5  50.0  64.7  33.8  4.4  42.6  

精神障害者保健
福祉手帳 

67  49.3  41.8  59.7  56.7  50.7  20.9  13.4  40.3  

持っていない 35  37.1  42.9  45.7  40.0  48.6  22.9  17.1  25.7  

 

区分 

働
く
場
の
紹
介
（
斡
旋
）
や

相
談
が
充
実
し
て
い
る
こ
と 

健
康
管
理
が
充
実
し
て
い
る

こ
と 

就
労
移
行
支
援
や
就
労
継
続

支
援
の
サ
ー
ビ
ス
が
整
備
さ

れ
て
い
る
こ
と 

公
営
住
宅
や
ア
パ
ー
ト
、
グ

ル
ー
プ
ホ
ー
ム
な
ど
の
住
居

が
整
備
さ
れ
て
い
る
こ
と 

就
職
に
結
び
つ
く
技
術
や
知

識
を
習
得
す
る
こ
と 

障
が
い
の
特
性
や
程
度
に
あ

っ
た
仕
事
が
提
供
さ
れ
る
こ

と 特
に
必
要
な
い 

そ
の
他 

無
回
答 

全  体 24.6  18.2  18.2  9.7  14.7  43.7  7.5  3.3  15.3  

身体障害者手帳 19.8  18.4  13.5  7.5  11.5  39.1  10.1  2.0  18.1  

療育手帳 33.8  16.2  41.2  11.8  22.1  58.8  4.4  5.9  2.9  

精神障害者保健
福祉手帳 

35.8  19.4  28.4  16.4  19.4  53.7  1.5  6.0  9.0  

持っていない 31.4  17.1  17.1  11.4  34.3  42.9  2.9  2.9  17.1  

 

⑧ 今後、希望する就労形態について 

「パート・アルバイト」の割合が 15.9％と最も高くなっています。 

所持手帳別にみると、他に比べ、持っていないで「パート・アルバイト」の割合が

高くなっています。 
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単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

常
勤
の
仕
事 

パ
ー
ト
・
ア
ル
バ
イ

ト 自
営
業
の
手
伝
い 

就
労
移
行
支
援
・
就

労
継
続
支
援 

内
職 

そ
の
他 

無
回
答 

全  体 347  5.5  15.9  3.5  7.8  8.9  11.0  47.6  

身体障害者手帳 248  2.4  15.3  2.8  2.0  10.9  10.9  55.6  

療育手帳 44  13.6  11.4  － 29.5  2.3  11.4  31.8  

精神障害者保健福祉
手帳 

42  7.1  19.0  4.8  23.8  7.1  11.9  26.2  

持っていない 17  23.5  23.5  11.8  － － 5.9  35.3  

 

 

⑨ 住みよいまちをつくるために必要なことについて 

「何でも相談できる窓口をつくるなど相談体制の充実」の割合が 44.3％と最も高く、

次いで「サービス利用の手続きの簡素化」の割合が 36.0％、「行政からの福祉に関す

る情報提供の充実」の割合が 30.2％となっています。 

所持手帳別にみると、他に比べ、療育手帳で「入所施設や短期入所（ショートステ

イ）などの整備」「障がいに配慮した公営住宅や、グループホームの整備など、生活

の場の確保」の割合が、持っていないで「保健や福祉の専門的な人材の育成と資質の

向上」の割合が高くなっています。また、療育手帳で「在宅での生活や介助がしやす

いよう保健・医療・福祉のサービスの充実」「サービス利用の手続きの簡素化」の割

合が、持っていないで「何でも相談できる窓口をつくるなど相談体制の充実」の割合

が低くなっています。 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

何
で
も
相
談
で
き
る
窓
口
を
つ
く

る
な
ど
相
談
体
制
の
充
実 

サ
ー
ビ
ス
利
用
の
手
続
き
の
簡
素

化 行
政
か
ら
の
福
祉
に
関
す
る
情
報

提
供
の
充
実 

保
健
や
福
祉
の
専
門
的
な
人
材
の

育
成
と
資
質
の
向
上 

参
加
し
や
す
い
ス
ポ
ー
ツ
・
サ
ー

ク
ル
・
文
化
活
動
の
充
実 

い
ろ
い
ろ
な
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動

の
推
進 

在
宅
で
の
生
活
や
介
助
が
し
や
す

い
よ
う
保
健
・
医
療
・
福
祉
の
サ

ー
ビ
ス
の
充
実 

入
所
施
設
や
短
期
入
所
（
シ
ョ
ー

ト
ス
テ
イ
）
な
ど
の
整
備 

リ
ハ
ビ
リ
・
生
活
訓
練
・
職
業
訓

練
な
ど
の
通
所
施
設
の
整
備 

地
域
で
と
も
に
学
べ
る
教
育
内
容

の
充
実 

全  体 517  44.3  36.0  30.2  12.6  4.4  2.9  25.7  16.8  8.5  2.5  

身体障害者手
帳 

348  45.1  37.6  29.3  10.3  3.7  2.0  31.0  17.0  8.9  0.9  

療育手帳 68  36.8  26.5  36.8  14.7  8.8  5.9  10.3  33.8  10.3  2.9  

精神障害者保
健福祉手帳 

67  46.3  38.8  34.3  14.9  6.0  6.0  20.9  7.5  11.9  4.5  

持っていない 35  34.3  45.7  28.6  22.9  2.9  － 20.0  8.6  － 14.3  
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区分 

職
業
訓
練
の
充
実
や
働
く
場
所
の

確
保 

障
が
い
の
有
無
に
か
か
わ
ら
ず
、

町
民
同
士
が
ふ
れ
あ
う
機
会
や
場

の
充
実 

利
用
し
や
す
い
道
路
・
建
物
な
ど

の
整
備
・
改
善 

障
が
い
に
配
慮
し
た
公
営
住
宅

や
、
グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
の
整
備
な

ど
、
生
活
の
場
の
確
保 

災
害
時
に
備
え
、
災
害
要
援
護
者

の
把
握
と
安
否
確
認
、
避
難
方
法

の
周
知
や
避
難
先
の
確
保 

差
別
や
偏
見
を
な
く
す
た
め
の
福

祉
教
育
や
広
報
活
動
の
充
実 

周
り
の
人
の
障
が
い
や
病
気
の
特

性
へ
の
理
解 

障
が
い
の
あ
る
方
や
家
族
の
積
極

性 障
が
い
当
事
者
及
び
家
族
の
会
へ

の
支
援 

そ
の
他 

無
回
答 

全  体 8.5  7.5  14.5  10.3  17.2  8.3  13.5  4.8  9.1  2.1  17.6  

身体障害者手
帳 

4.0  7.5  17.0  8.0  19.3  5.5  10.9  4.3  9.2  1.7  17.8  

療育手帳 17.6  10.3  5.9  23.5  11.8  23.5  23.5  5.9  8.8  1.5  14.7  

精神障害者保
健福祉手帳 

19.4  4.5  13.4  11.9  13.4  9.0  16.4  7.5  9.0  4.5  16.4  

持っていない 20.0  5.7  11.4  8.6  14.3  2.9  14.3  － 8.6  － 25.7  

 

 

 

⑩ 外出のとき、不便に感じたり困ることついて 

「特にない」の割合が 31.5％と最も高く、次いで「公共交通機関の利用が不便（路

線がない、バスの便が少ない、乗降が難しいなど）」の割合が 27.3％、「障がい者用

駐車場が不備、または少ない」の割合が 15.1％となっています。 

所持手帳別にみると、他に比べ、精神障害者保健福祉手帳で「公共交通機関の利用

が不便（路線がない、バスの便が少ない、乗降が難しいなど）」高くなっています。

また、持っていないで「障がい者用駐車場が不備、または少ない」の割合が、療育手

帳で「障がい者用駐車場が不備、または少ない」の割合が、精神障害者保健福祉手帳

で「身体障がい者用のトイレが少ない・利用しにくい」の割合が低くなっています。 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

公
共
交
通
機
関
の
利
用
が
不
便

（
路
線
が
な
い
、
バ
ス
の
便
が

少
な
い
、
乗
降
が
難
し
い
な

ど
） 

障
が
い
者
用
駐
車
場
が
不
備
、

ま
た
は
少
な
い 

道
路
や
建
物
な
ど
に
段
差
が
多

く
、
移
動
し
づ
ら
い 

歩
道
に
問
題
が
多
い
（
狭
い
、

障
害
物
、
誘
導
ブ
ロ
ッ
ク
の
不

備
な
ど
） 

点
字
・
音
声
案
内
な
ど
の
整
備

が
不
十
分 

身
体
障
が
い
者
用
の
ト
イ
レ
が

少
な
い
・
利
用
し
に
く
い 

建
物
内
の
設
備
が
利
用
し
に
く

い
（
階
段
、
案
内
表
示
な
ど
） 

全  体 517  27.3  15.1  13.3  9.1  1.4  12.0  5.8  

身体障害者手帳 348  27.3  18.7  15.8  8.9  1.1  13.5  6.9  

療育手帳 68  29.4  5.9  10.3  11.8  2.9  16.2  － 

精神障害者保健福祉
手帳 

67  34.3  13.4  9.0  7.5  1.5  3.0  7.5  

持っていない 35  20.0  5.7  14.3  11.4  － 8.6  5.7  
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区分 

休
憩
で
き
る
場
所
が
少
な
い

（
身
近
な
公
園
や
歩
道
の
ベ
ン

チ
な
ど
） 

外
出
す
る
た
め
に
は
、
た
く
さ

ん
お
金
が
か
か
る 

周
囲
の
人
の
目
が
気
に
な
る
、

理
解
が
な
い 

介
助
者
が
い
な
い
・
少
な
い 

特
に
な
い 

そ
の
他 

無
回
答 

全  体 13.0  9.1  5.6  7.0  31.5  4.1  14.3  

身体障害者手帳 12.9  7.5  3.2  7.2  28.2  2.3  17.2  

療育手帳 10.3  10.3  10.3  8.8  42.6  2.9  2.9  

精神障害者保健福祉
手帳 

14.9  17.9  19.4  9.0  31.3  14.9  9.0  

持っていない 14.3  2.9  － 2.9  42.9  2.9  11.4  

 

⑪ 一人で避難ができるかについて 

「できない」の割合が 36.9％と最も高く、次いで「できる」の割合が 36.8％、「わ

からない」の割合が 18.0％となっています。 

所持手帳別にみると、他に比べ、療育手帳で「できない」の割合が、持っていない

で「できる」の割合が、精神障害者保健福祉手帳で「できる」の割合が高くなってい

ます。また、療育手帳で「できる」の割合が、精神障害者保健福祉手帳で「できない」

の割合が、持っていないで「できない」の割合が低くなっています。 

 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

で
き
る 

で
き
な
い 

わ
か
ら
な
い 

無
回
答 

全  体 517  36.8  36.9  18.0  8.3  

身体障害者手帳 348  36.2  36.8  16.4  10.6  

療育手帳 68  17.6  61.8  19.1  1.5  

精神障害者保健福祉手帳 67  44.8  22.4  25.4  7.5  

持っていない 35  51.4  22.9  25.7  － 
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⑫ 避難するのに困ることについて 

「避難場所まで行けない（坂や階段がある、避難場所が遠いなど）」の割合が 32.1％

と最も高く、次いで「困ることはない」の割合が 29.4％、「災害時の緊急の連絡方法・

連絡先がわからない」の割合が 13.7％となっています。 

所持手帳別にみると、他に比べ、持っていないで「困ることはない」の割合が、療

育手帳で「災害時の情報入手・連絡の手段がない」「災害時の緊急の連絡方法・連絡

先がわからない」の割合が高くなっています。また、持っていないで「避難場所まで

行けない（坂や階段がある、避難場所が遠いなど）」「災害時の情報入手・連絡の手

段がない」の割合が、療育手帳で「困ることはない」の割合が低くなっています。 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

避
難
場
所
ま
で
行
け
な
い

（
坂
や
階
段
が
あ
る
、
避

難
場
所
が
遠
い
な
ど
） 

緊
急
時
の
介
助
者
が
い

な
い 

介
助
し
て
い
る
人
が
高

齢
・
病
弱
で
緊
急
時
の

介
助
が
で
き
な
い 

近
隣
の
人
間
関
係
が
疎

遠
で
お
願
い
で
き
な
い 

災
害
時
の
緊
急
の
連
絡

方
法
・
連
絡
先
が
わ
か

ら
な
い 

災
害
時
の
情
報
入
手
・

連
絡
の
手
段
が
な
い 

困
る
こ
と
は
な
い 

そ
の
他 

無
回
答 

全  体 517  32.1  11.6  7.9  7.9  13.7  11.8  29.4  7.2  15.3  

身体障害者手帳 348  35.6  14.7  9.2  6.0  11.8  8.3  28.2  3.4  19.5  

療育手帳 68  35.3  14.7  2.9  10.3  23.5  29.4  19.1  20.6  4.4  

精神障害者保健
福祉手帳 

67  25.4  3.0  10.4  20.9  14.9  16.4  28.4  10.4  9.0  

持っていない 35  20.0  2.9  － 2.9  8.6  2.9  51.4  11.4  5.7  

 

 

⑬ 地震など災害時に行政にしてほしいことについて 

「緊急時に適切な情報提供をしてほしい」の割合が 41.0％と最も高く、次いで「安

否確認のため見回りをしてほしい」の割合が 35.8％、「障がい者対応の避難所を設置

してほしい」、「避難所への誘導をしてほしい」の割合が 28.2％となっています。 

所持手帳別にみると、他に比べ、療育手帳で「障がい者対応の避難所を設置してほ

しい」「避難所への誘導をしてほしい」高くなっています。また、他に比べ、持って

いないで「障がい者対応の避難所を設置してほしい」「避難所への誘導をしてほしい」

の割合が低くなっています。 
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単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

安
否
確
認
の
た
め
見

回
り
を
し
て
ほ
し
い 

緊
急
時
に
適
切
な
情

報
提
供
を
し
て
ほ
し

い 障
が
い
者
対
応
の
避

難
所
を
設
置
し
て
ほ

し
い 

避
難
所
へ
の
誘
導
を

し
て
ほ
し
い 

特
に
な
い 

そ
の
他 

無
回
答 

全  体 517  35.8  41.0  28.2  28.2  13.0  2.1  11.2  

身体障害者手帳 348  36.5  41.7  26.4  27.0  12.6  1.1  14.4  

療育手帳 68  35.3  36.8  54.4  41.2  8.8  － 2.9  

精神障害者保健福祉
手帳 

67  31.3  44.8  31.3  28.4  13.4  7.5  6.0  

持っていない 35  37.1  42.9  14.3  20.0  14.3  2.9  2.9  

 

 

⑭ スポーツやレクリエーションへ参加したいかについて 

「思わない」の割合が 22.2％と最も高く、次いで「どちらともいえない」の割合が

20.5％、「あまり思わない」の割合が 19.1％となっています。 

所持手帳別にみると、他に比べ、持っていないで「あまり思わない」の割合が、精

神障害者保健福祉手帳で「思わない」の割合が、療育手帳で「どちらともいえない」

の割合が高くなっています。また、持っていないで「思わない」の割合が、精神障害

者保健福祉手帳で「あまり思わない」の割合が、療育手帳で「思わない」の割合が低

くなっています。 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

そ
う
思
う 

ま
あ
そ
う
思
う 

ど
ち
ら
と
も
い
え
な

い あ
ま
り
思
わ
な
い 

思
わ
な
い 

無
回
答 

全  体 517  9.5  15.3  20.5  19.1  22.2  13.3  

身体障害者手帳 348  7.5  12.6  19.5  20.1  23.3  17.0  

療育手帳 68  19.1  19.1  29.4  17.6  13.2  1.5  

精神障害者保健福祉手
帳 

67  10.4  22.4  22.4  9.0  31.3  4.5  

持っていない 35  8.6  22.9  22.9  28.6  5.7  11.4  
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第３章    計画の考え方 

 

 

１ 計画の理念 

「御嵩町第五次総合計画」では、方針別基本計画「みんなが支えあうまち」の「誰

もが安心して暮らせるまちにする」の中で、「町民の障がいについての理解を促進す

るとともに、個別の障がいに応じた支援を充実させるため、相談支援の体制を強化し、

障がい者の就労や社会参加を促進します。」と明示しており、その実現に向けた取り

組みが必要です。 

また、「御嵩町第４次地域福祉計画」では、「自助・共助・公助」の連携による課

題解決をする「地域共生社会」実現する必要性を示しています。 

本町では、障がいのある人もない人も、住み慣れた家庭や地域の中で安心して暮ら

すことのできるまちを目指し、障がい者福祉施策を総合的、計画的に推進してきてお

り、今後も継続して取り組むことが求められています。 

本計画においては、障がい者が地域で安心して暮らすため、差別の解消等の理解促

進や切れ目のない支援を実現することで、誰もが理解しあい、身近な地域でともに支

えあう共生社会を目指します。 

 

 

基本理念 
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２ 計画の基本的視点 

（１）地域での共生  

障がい者が地域で安心して生活できるまちの実現に向け、障がい者や障がいについ

ての理解を促進します。障がい者への差別や偏見は低くなっていますが、いまだに残

っており、障害者差別解消法の施行も踏まえて、地域のあらゆる場所での理解促進、

合理的配慮を徹底していきます。また、ハード・ソフトの両面から様々な妨げとなる

ものを取り除いていく施策を展開する必要があります。 

 

（２）サービスの提供体制の充実  

障がい者が身近な場所で自分が望むサービスを利用し、地域で安定した生活を送る

ことができるよう、サービスの質・量の充実を図ります。また、親亡き後の体制づく

りや、障がい者の地域移行を踏まえ、障がいや個々の特性に応じた、福祉サービスの

提供及び情報提供や相談体制等を整備し、一人ひとりのニーズにあった支援体制づく

りを推進します。 

障がいのある児童については、ことばの教室、ワイワイひろばなど子どもの療育や

相談支援の充実、さらに保健・医療・保育・教育について、ライフステージに応じた

切れ目のない支援を提供します。 

 

（３）就労、社会参加の促進  

障がい者が個々の状態や能力に応じて、就労できるよう、障がい者の就労支援の促

進、周囲の理解等働きやすい環境づくりに取り組みます。また、障がい者が地域の中

で、自分の能力を最大限に発揮し、社会の中でいきいきと活躍していくため、就労・

外出・コミュニケーション等への支援を促進し、積極的に社会参加できる環境を整備

します。 

 

（４）地域における支援体制づくり  

すべての町民が障がいや障がい者に対する理解を深め、地域で助け合い、支え合う

ことで、障がい福祉の増進と浸透を進めていけるよう、行政だけでなく地域との協働

による支援体制づくりを積極的に推進します。災害時については地域の見守り体制や

災害時の避難体制の充実を図ります。 
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  ３ 計画の体系 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
  

誰
も
が
理
解
し
あ
い 

と
も
に
支
え
あ
う 

や
さ
し
い
ま
ち 

み
た
け 

② 権利擁護の推進 

③ 地域福祉活動の推進 

⑤ ボランティア活動の推進 

③ 精神保健・医療施策の推進 

① 療育機能の充実 

② 障がい児保育の充実 

④ 切れ目のない支援の仕組みづくり 

② 福祉的就労の充実 

③ 就労定着支援 

① 福祉のまちづくりの推進 

② 防犯・防災体制の整備 

① 各種専門分野の充実と連携強化 

２ 保健・医療の充実 

３ 療育・保育・教育の

充実 

４ 雇用・就労の促進 

８  

１ 共生に向けた差別の

解消と交流の促進 

５ 福祉サービスの充実 

６ 生活環境の整備 

７ 文化芸術活動・スポ

ーツ等の振興 

〔 基本理念 〕 〔 施策の方向性 〕 〔 基本目標 〕 
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第４章    第４期障がい者福祉計画 

 

 

１ 共生に向けた差別の解消と交流の促進 

現状と課題 

町が目指す「地域共生社会」の実現のためには、差別や偏見のない地域づくりを実

現させる必要があります。そのためには、住民一人ひとりが障がいについて正しく理

解することが大切です。 

 アンケート調査によると、日常生活において差別や偏見、疎外感を感じるかについ

て、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳所持者で「よく感じる」と「ときどき感じる」

をあわせた“感じる”の割合が高くなっています。 

平成 28年４月に施行された「障害者差別解消法」の趣旨を踏まえ、障がいのある人

に対する差別や偏見をなくすことが必要です。また、地域のイベント等の参加を促す

とともに、障がいや障がいのある人への周知・啓発を徹底することが重要です。 

また、平成 28年５月に成年後見制度利用促進法が施行され、地域住民の需要に応じ

た成年後見制度の利用促進、地域における成年後見人等となる人材の確保などが定め

られました。 

判断能力が不十分な知的障がい者や精神障がい者等に対して、本人の意思をできる

限り尊重しながら、権利と財産を保護支援するために、成年後見制度の利用を促進す

ることが重要です。 

障がいのある人への虐待は人間としての尊厳を損なうものであり、障がいのある人

の自立及び社会参加にとって、障がいのある人に対する虐待を防止することが、極め

て重要であると言えます。 

アンケート調査によると、虐待を受けたことがあるかについて精神障害者保健福祉

手帳で「受けたことがある」の割合が高くなっています。 

平成 24 年 10 月に障害者虐待防止法が施行され、障がい者の権利擁護が進んできて

います。虐待防止を推進していくため、町民や事業者への意識啓発が必要です。 
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加えて、地域活動やスポーツ・文化活動は、障がい者の生きがいにつながるととも

に、活動を通じて地域におけるさまざまな交流機会ともなることから、能力や個性、

意欲に応じて積極的に参加できる環境づくりが必要です。 

アンケート調査によると、障がいのある方が地域や社会に積極的に参加していくた

めに必要なこととして、「参加しやすいように配慮すること」の割合が 45.6％と最も

高くなっています。 

本町においては、地域交流の促進、学校における福祉教育の強化等を進めています

が、障がい者との交流が少ないという状況があります。 

今後も、関係機関や事業所等と連携しながら、障がいのある人の能力や個性をより

引き出していくためのプログラムの充実を図っていくとともに、地域住民への意識啓

発や参加促進により、一層の多様な交流が行われる地域の中で、参加できる場を充実

させることが必要です。 

さらに、障がい者の支援ニーズは高く、日常生活を支え、ふれあいのある豊かな暮

らしを生み出すために、ボランティア活動は欠かせないものです。 

本町においては、高齢者ボランティアポイント制度「げんきボランティア 65」や「地

域支え合い活動助成」、社協だより内「ボラ通信」、ホームページにおけるボランテ

ィアの PR、福祉体験学習等を実施しているほか、障がい者の支援に携わる養成講座と

して手話講座などを開催していますが、更なる展開も求められています。 

今後、町民のボランティア活動への理解を深め、参加を啓発するとともに、ボラン

ティアに参加しやすい環境整備が必要です。また、ボランティア養成講座修了者をボ

ランティア活動の実践の場につなげていくことが重要です。 

 

 

基本方針 

障がいについて正しい知識・認識を普及するとともに、障害者差別解消法を踏まえ

障がいを理由とする差別の禁止に向けた取組みや合理的配慮の推進を行います。 

また、障がいのある人、高齢者、子ども、生活困窮者など支援が必要な人に対し、

NPO・ボランティア活動、地域での助け合い、支え合い活動を推進し、誰もがいきいき

とともに暮らせる地域を目指します。 
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施策の方向 

① 差別の解消と合理的配慮の推進【重点施策】 

○ 障がい及び障がい者に関する理解の普及 

•すべての町民が共生できる社会づくりを推進するために、ホームページや広報紙等、

多様な媒体を通じて情報提供や啓発を行い、障がいや障がいのある人に対する理解

を促進します。 

・日常生活の場や教育、雇用の場など、様々な場において、障がいを理由とする差別

の禁止に向けた啓発活動を講演会、広報等で行うとともに、差別を受けた場合等の

相談支援体制の充実を図ります。 

・行政機関等においては、障害者差別解消法第７条に基づく禁止事項や義務化された

事項に基づき、必要かつ合理的配慮や、差別を受けた場合等の対応を図れるよう役

場職員に向けた研修等を実施します。 

・令和６年度から事業者による障がいのある人への合理的配慮の提供が義務化される

ことに伴い、制度の理解を促進し、相談支援を実施します。 

・障がい者支援のボランティア活動等の推進に努めます。 

障がい者及びその家族などが組織する団体の活動について支援を行い、障がい者の

自立と社会参加の促進を図ります。 

•各障がい者団体の代表と障がい者福祉関連全般について意見交換の場を設け、施策へ

の反映などに配慮します。 

 

② 権利擁護の推進 

○ 成年後見制度の利用促進 

•成年後見制度による支援を必要とする障がい者やその家族に対し、情報提供に努めま

す。また、判断能力が不十分で適切に福祉サービスを利用することが困難な障がい

者について、積極的に法定後見開始の審判の申立てを家庭裁判所に行い、障がい者

の身上監護を図ります。 

 

○ 障がい者虐待防止等の啓発活動の推進 

•町民に対し障がい者虐待の防止に関する啓発、虐待を発見した場合の通報義務等必要

な事項の周知を図るとともに、関係機関との連携を図り、虐待の早期発見、早期対

応に努めるとともに、虐待があった場合に迅速に対応ができるよう対応マニュアル

の作成を図ります。 
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③ 地域福祉活動の推進 

○ 地域交流の促進 

•障がい者と地域の交流を促進するため、障がい者団体、障がい者施設が地域住民とと

もに行う各種行事の開催を積極的に支援します。 

・障がい者施設の近隣自治会へも積極的に働きかけを行い、参加を促すとともに、小

中学校との交流会や体験会の開催なども働きかけを行います。 

 

○ 地域支え合いネットワークの活用 

•だれもが自分らしく暮らせる地域づくりを目指して、高齢者をはじめとする地域住民

全体の地域の中での支え合いの体制づくりを推進するために、今後も地域支え合い

ネットワークを活用し、充実に努めます。 

 

④ 福祉教育の充実 

○ 学校における福祉教育の強化 

•社会福祉協議会との連携を図り、児童生徒に対して障がい者の理解を深めるために、

実体験を重視した授業を展開し、総合的な学習以外でも障がいに対しての正しい理

解を促します。 

・子どもが地域の障がい者や高齢者に働きかける活動を行います。 

 

○ 交流及び共同学習の推進 

•特別支援学校と連携を取り合いながら障がいのある児童生徒と障がいのない児童生

徒の共同体験を進めます。特別支援学校と小中学校の交流を前進させて互いの理解

をさらに深めます。 

 

⑤ ボランティア活動の推進 

○ ボランティアセンター機能の充実 

•ボランティア活動に関する情報提供に努めるとともにボランティアのコーディネー

ト体制の充実に努めます。 

・障がい者をはじめとする全ての住民が地域の中で支え合って暮らしていくための体

制づくりの重要な手段として、ボランティア活動の推進を今後も社会福祉協議会と

連携して行います。 
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○ ボランティアの養成 

•障がいに関する制度などの講座を開催し、障がいに対する理解を深めます。 

・SNS 等を活用し、情報発信に努めます。福祉教育をさらに充実させすべての学校が

実施・参加してもらえるように内容も検討していきながら進めます。 

 

○ ボランティア活動に対する支援 

•ボランティアのスキルアップを目的とした講座の開催に努めます。 

・ボランティア間での交流の場を設けるなど、より良い活動ができる支援に努めます。 

 

 

２ 保健・医療の充実 

現状と課題 

障がいや疾病の発生予防、重度化を予防するためには、健康診断などで健康を管理

し、障がいや疾病を早期に発見、治療を行うことや生活習慣を改善することが重要で

す。 

アンケート調査では、健康を維持するために最も心がけていることとして、「なる

べく体を動かすようにしている」、「規則正しい生活を送るよう心がけている」「定

期的に健康診断や医師の診察を受けるようにしている」等の意見があります。 

そのため、生涯を通じた健康づくりの推進に向け、「自分の健康は自分でつくる健

康づくり」の普及啓発が必要ですが、健診の受診自体が困難な障がい者にとっては、

受診をサポートする機器の活用を図るなど、安心して健診を受けられる体制づくりが

求められます。 

また、障がいを軽減し、障がい者の自立を促進するためには、医療やリハビリテー

ションが重要な役割を果たしており、身近な地域で治療や対応が行える地域の医療機

関相互の連携の強化を図る必要があります。 

アンケート調査では、通院などでの困りごととして、「専門的な治療を行う医療機

関が身近にない」という意見もあります。 

そのため、できる限り住み慣れた地域で安心して生活していくために、在宅でも医

療やリハビリテーションが切れ目なく受けられるよう、医療と介護、福祉サービスの

相互の連携強化が必要とされています。 

地域で生活する精神障がいのある人とその家族を支援し、精神障がいのある人の自

立と社会参加を促進するため、保健・医療・福祉サービスなどの関係機関と情報を共
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有するなどの連携をしながら支援していくことが必要です。また、必要となる情報の

提供や相談体制の充実、サービスの利用援助など、精神障がいのある人の地域生活支

援に向けた取り組みが必要です。 

難病の患者に対する医療等に関する法律の施行により、対象となる疾患の範囲が拡

大し、患者数の増加が見込まれるため、適切なニーズ把握と支援の提供が必要です。 

 

基本方針 

保健センター、医療機関、福祉関係機関などの連携を推進し、年代やライフステー

ジに応じた健康教育、健康相談等を充実し、障がいや疾病の予防、早期発見、治療、

各種福祉制度の周知に努めます。 

また、障がいの発見から療育へ円滑に移行できるよう、連携体制を一層充実し、早

期発見、治療などを実施できるよう専門的な援助体制の充実に努めます。 

保健所と連携し、難病患者やその家族への支援を実施します。地域住民や関係事業

所に対し、発達障がいの正しい知識やその特性と支援のあり方について、理解の促進

に努めます。 

 

施策の方向 

① 障がいの発生予防 

○ 健康診査・保健指導などの充実 

・各種健診・がん検診の意義や重要性についての周知啓発を図り、企業や医療機関等

と連携し受診率向上を目指します。また、年代やライフステージに合わせた健康づ

くり事業を推進します。 

・健（検）診結果に基づき、生活習慣の改善や医療機関への受診勧奨など行動変容に

つながるような保健指導の充実を図ります。 

 

② 早期発見・早期療育体制の確立 

○ 母子保健や健康等相談の充実 

・ハイリスク妊婦の方への支援の強化を行い、訪問・電話などで支援します。 

・健診を行うだけでなく、必要な相談・支援につながるよう関係職種等の連携も密に

していきます。 
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○ 発達相談の強化 

・保健指導や発達相談体制の充実を図り、関係機関の連携による障がいの早期発見・

早期療育への一貫した相談指導体制を整備推進します。 

 

○ 医療体制の強化 

・地域の小児医療機関また、２次小児医療機関、３次小児医療機関とも連携を強化し

安心して地域で生活が送れるよう体制を強化していきます。 

 

③ 精神保健・医療施策の推進 

○ 精神保健に関する理解の推進と環境の整備 

・こころの健康や精神障がい等に関する知識の普及啓発を図るとともに、相談体制の

充実を図ります。 

 

○ 障がい者に対する医療の充実 

・住み慣れた地域で安心して生活できるよう、保健・医療・福祉など関係機関との情

報共有を広域的に図るなど連携を推進していきます。 

 

④ 難病対策の推進 

○ 難病に関する理解の推進と支援の充実 

・保健所をはじめとした関係機関との協力・連携を強化し、難病患者・家族に対する

福祉サービスの充実に努めます。 

・町の相談窓口を設置し、普及啓発に努め、支援の充実を図っていきます。 

 

 

３ 療育・保育・教育の充実 

現状と課題 

子どもにとって障がいの早期発見は、適切な治療や療育を行うために重要で、その

後の成長や発達に大きく影響します。 

本町では、幼児期に保健センターでの健康診査やワイワイひろば・幼児相談等から

ことばの教室へつないだり保育園・幼稚園との連携を図っています。 

今後も障がいや疾病の早期発見・早期療育などのために、障がい特性をよく理解し

た専門性の高いサービスの充実が必要であり、保健・医療分野と福祉分野とのさらな
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る連携を進め、障がいの状況に応じたきめ細かな支援が提供できる体制づくりが重要

です。 

また、保育園や幼稚園、学校においては、個別の対応や適切な指導を必要とする子

どもが増加しています。障がいのある児童については、就学前後で生活や教育環境が

変化するため、その成長に合わせ、状況に応じたきめ細かな支援を進めていくことが

重要です。 

アンケート調査によると、発達障がいと診断された方は、回答者の１割ほどとなっ

ています。 

現状として、小学校においては、通級児童が多くなり、指導時間の確保が難しい状

況も伺えます。 

そのため、一人ひとりの状況に応じたきめ細かな保育・教育が可能となる体制の強

化が必要です。 

また、特別支援教育の対象となる子どもたちが増加する中で、「インクルーシブ教

育システム」の理念、発達障害者支援法の改正（平成 28 年８月１日施行）、児童福祉

法の改正（平成 28年６月３日施行）を踏まえ、こうした子どもたちが希望を持って生

涯を過ごすことができるよう、就学前から卒業後にわたる切れ目ない教育指導や進路

選択における相談支援を行える体制を整えることが求められています。 

 

基本方針 

乳幼児期を中心とした健康診査や保健指導・相談事業等、早期発見と早期療育体制

を充実することにより、障がいの軽減や健やかな成長を支援します。 

保育園、幼稚園、小中学校への切れ目のない連続性のある教育指導の充実を図りま

す。障がいのある児童の進路選択時における、保護者への相談支援体制の充実を図り

ます。 

また、LD（学習障がい）、AD/HD（注意欠陥／多動性障がい）など特別な教育的支援

を必要とする児童生徒に対して、専門的な対応が可能となるよう各種相談支援機関と

の連携を図ります。 

 

施策の方向 

① 療育機能の充実 

○ 療育機能の強化 

・専門医療・療育等が必要な児童について、医療機関、保健所、子ども相談センター、
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保健センター、保育園、幼稚園、学校、ことばの教室、こども家庭センターなど関

係機関との連携を密にし、障がいの実態に応じた療育指導に努めます。 

・療育機関の体制を強化するため、児童発達支援センターの設置を検討します。 

 

② 障がい児保育の充実 

○ 相談体制の強化 

・保健・医療・福祉・教育の関係機関の連携を強化し、早期からの教育相談の充実に

努めます。ことばの教室へ通っている子どもで、医療へつながっているケースに関

しては、連携を図っていきます。 

 

○ 早期教育の充実 

・障がいのある子どもの健やかな発達を保障するため、保健・医療・福祉・教育の関

係機関と保護者が密接な連携を図り、一人ひとりの特性や成長段階に合わせた教育、

療育が受けられるよう努めます。 

 

○ 各関係機関との連携において継続的、個別的な指導 

・保護者と子どもの発達について、早期に相談できる体制を整え、各関係機関と連携

し、継続的、個別的な指導に努めます。 

 

○ 保育園・幼稚園の充実 

・障がいのある子どもの個々の状態に応じて適切な保育が受けられるように配慮し、

個別支援計画による状況に応じた様々な支援の充実を関係機関と相互に連携しなが

ら推進します。また、受け入れ体制を充実させるため、保育士等が各種研修会に参

加するなど、保育に携わる人材の資質の向上を図ります。 

 

③ 障がい児教育の充実 

○ 就学・就労支援及び相談体制の整備 

・障がいの早期発見・早期療育の推進を図り、乳幼児期から学童期、卒業後など一貫

した相談支援体制がとれるよう各相談支援機関の連携を図り、学校卒業後の自立や

社会参加に向けた適切な支援を行います。 

 

○ 発達障がい児への支援 

・自閉症、アスペルガー症候群などの広汎性発達障がい、学習障がい、注意欠陥多動
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性障がいなどの発達障がいを有する障がい児について、早期発見に必要な措置や就

学前の発達支援、医療、保健、福祉、教育、労働関係機関などとの連携により、地

域における体制等を整備し、生活支援を図ります。 

 

○ 特別支援教育体制の充実 

・LD（学習障がい）、AD/HD（注意欠陥／多動性障がい）、高機能自閉症などの障がい

をもつ児童生徒に対する支援体制の充実を図ります。 

 

○ 専門機関など幅広いネットワークの確立 

・医療機関、特別支援学校（盲・ろう・養護学校）、福祉機関など、幅広いネットワ

ークを構築し、各学校への支援に取り組みます。 

・保健、医療、障がい福祉、保育、教育等の関係機関の協議の場の設置し、関係機関

等が連携を図り、医療的ケア児支援のための体制を構築します。 

・一貫した支援体制、相談支援のネットワークを強化し、基幹相談支援センターとの

連携を図りながら体制をさらに整備していきます。 

 

○ 教職員などの指導力向上 

・LD（学習障がい）、AD/HD（注意欠陥／多動性障がい）、高機能自閉症などを含めた

様々な障がいについて、教職員などの指導力を向上するため、研修の充実を図りま

す。 

・専門家を招き具体的な事例に基づく研修を通して特別支援教育についての実践力を

高めます。 

 

④ 切れ目のない支援の仕組みづくり【重点施策】 

○ 御嵩町発達障がい児ネットワーク事業の構築 

・児童発達支援センターと連携を図ります。 

・コーディネーターを設置し、町内関係機関との連携を図ります。 

・乳幼児期から学齢期までの一貫した支援の体制整備を図ります。 

・進学や卒業による各ライフステージにおける途切れのない支援につなげていくため

に、相談支援で一環した関わりがもてるような体制の整備を行います。 

 

○ 関係機関と連携強化  

・特別な支援が必要な子どもの保育や教育にあたり、関係する医療、保健、福祉、教
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育などの専門機関との連携を強化し、切れ目のない支援に努めます。 

・個別の教育支援計画を各園各校で共通したものを作成し、幼保小中高において支援

体制の引き継ぎを確実に行い、連携を図ります。通級指導を充実させ、保護者のニ

ーズに応えます。 

・保健センターの相談で専門職が関わり、ケース会議等にも専門職（臨床発達心理士）

の助言をいただくことで、充実を図ります。 

 

 

４ 雇用・就労の促進 

現状と課題 

本町では、労働意欲のある障がい者のために相談事業所等と連携をとり、その充実

に努めており、今後も、障がいのある人が、経済的に自立し、生きがいをもち、地域

で暮らしていくため、事業主や町民の、障がいや障がいのある人の雇用についての理

解の普及・啓発や、就労支援にかかる施策の推進が必要です。 

アンケート調査では、障がいのある方が働くために必要なことについて「障がいの

特性や程度にあった仕事が提供されること」「企業などが積極的に障がい者を雇うこ

と」「障がい者に対する事業主や職場の仲間の理解と協力があること」を回答した方

がそれぞれ４割を超えています。 

 障がい者雇用において、障がいの特性や必要な配慮を理解したうえで、適切な雇用

が行われるよう、企業の理解や意識の向上や、制度などの周知啓発が必要です。 

福祉的就労の場は、日中の活動の場、社会参加の場、民間企業へ就労するための訓

練の場として貴重な存在です。 

アンケート調査では、今後、就労形態の希望をみると、療育手帳・精神障害者保健

福祉手帳所持者で「就労移行支援・就労継続支援」の割合が高くなっています。 

就労を希望する障がい者からの要望も多いことから、広報活動や関係機関への働き

かけなどを通じ、今後も需要を把握しつつ、整備の促進に向けた取り組みが必要です。 

令和４年度の改正障害者雇用促進法の改正により令和５年度から雇用の質の向上の

ための事業者の責務が明確化され、令和６年度からは障がい者の多様な就労ニーズを

踏まえた働き方を推進することとなります。 
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基本方針 

障がいのある人が障がいの種類や程度、各人の能力・特性に応じた就労ができるよ

う、商工会や、ハローワークと連携し、障がいのある人の労働環境の改善、職場・職

種開発等働く場の拡大を企業に働きかけ、安定した雇用ができるよう努めます。 

障がいのある人と事業主に対し、雇用の前後を通じて障がいの特性を踏まえた直接

的・専門的な援助を行うジョブコーチの活用を障がい者就業・生活支援センターと連

携し推進します。身近な地域での福祉的就労場所の確保のため、地域バランス等も考

慮する中で、通所による就労移行・就労継続支援施設等の整備を支援します。 

 

施策の方向 

① 障がい者雇用の促進 

○ 職業相談・指導の充実 

・就労意欲を持つ障がい者が、その能力や適性に応じた就労を実現するため、適切な

職業相談・指導の充実に努めます。 

・窓口においても就労場所の紹介などを行い、相談の充実を図っていきます。 

 

○ 職域拡大・環境改善の促進 

・障がい者雇用の促進に努めます。また、就労後の職場定着を進めるため、事業主に

対して障がい者が作業しやすい環境の改善とともに、適切な雇用管理を促します。 

 

○ 一般企業への障がい者雇用の促進 

•町内の民間企業や事業主に対し、障がいへの理解を促し、ハローワークや就労移行（継

続）支援事業者と連携し、雇用促進に努めます。 

•国や県などの障がい者雇用に係る各種奨励金や助成制度、税制優遇措置、支援制度に

ついて広報やホームページなどを積極的に活用し、周知を図ります。また、障がい

者の雇用に関して、事業主はもとより町民に対しても、広く理解と協力を得るため

の啓発活動を積極的に展開します。 

 

○ 就職支援の充実 

•関係機関との連携を図るとともに、職業紹介等を積極的に推進し、一層の就労支援を

行います。 
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・就労支援の一環として、特別支援学校の学生の職場実習などを役場で積極的に受け

入れます。 

 

○ 行政（役場）での採用 

・行政（役場）は、障がい者の実雇用率の達成維持を目指して町職員の計画的な採用

を行います。 

・職員募集時における障がい者枠の設定を検討します。 

 

② 福祉的就労の充実 

○ 福祉的就労場所の確保 

・身近な地域での福祉的就労場所の確保のため、地域バランス等も考慮する中で、近

隣市町と連携し、通所による就労移行・就労継続支援施設等を整備します。 

 

③ 就労定着支援 

○ ジョブコーチの活用推進 

・障がいのある人と事業主に対し、雇用の前後を通じて障がいの特性を踏まえた直接

的・専門的な援助を行うジョブコーチの活用を推進します。 

 

○ 就労後の相談体制の構築 

・「障害者就業・生活支援センター」や障がい者を雇用する企業等との連携の充実を

図り、就労後も相談援助等を行うことのできるフォロー体制の構築に努めます。 

 

 

５ 福祉サービスの充実 

現状と課題 

平成 18年度施行の障害者自立支援法により、自己選択・自己決定と利用者本位のサ

ービスを理念とした障がい福祉サービスの提供が始まり、平成 25 年には障害者総合支

援法が施行され、障がい者の範囲に発達障がい者や難病患者が加わる等の改正が行わ

れ、年々サービス利用量も増加しています。 

そのような中で、障がいのある人が住み慣れた地域で暮らしつづけていくためには、

ニーズに応じた自立した生活を支える各種生活支援が重要です。 

アンケート調査では、障がいのある方にとって住みよいまちをつくるために必要な
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こととして、「何でも相談できる窓口をつくるなど相談体制の充実」が４割と最も高

く、次いで「サービス利用の手続きの簡素化」、「行政からの福祉に関する情報提供

の充実」等となっており、障がいの種類や個々人の生活環境等状況に応じたきめ細か

な支援が必要です。 

障がいのある人が、地域において自立し安定した生活を送るためには、住まいの確

保と整備が重要です。 

そのため、住み慣れた家で安全に生活できるようにするため、さらに介助者の負担

軽減のために、住宅改修の相談や利用促進を図ることが必要です。 

また、障がいのある人や保護者の高齢化に伴い、グループホームなど、親が亡くな

った後の住まいの整備が求められます。 

発達障がいは、障がいの程度や現れ方がさまざまであり、幼児期・学齢期・成人期

などライフステージに応じて課題も変化することから、一貫性と継続性を持った支援

を行うことが重要です。発達障がい者が地域の中で生き生きと暮らしていくためには、

多様化するニーズに対する相談やサービスに対応できるよう、それぞれの支援体制を

充実させていくことが重要です。 

また、障がい者の権利擁護・虐待防止、地域移行・地域定着の促進の取り組み等を

業務内容とした「基幹相談支援センター」を設置し、御嵩町社会福祉協議会が運営委

託していますが、年々相談件数が増加しており、体制を強化する必要があります。 

 

基本方針 

障がいのある人やその家族が必要とする支援を受けることができるように、障がい

の特性に応じた情報提供の充実に加え、相談窓口の周知を図るとともに、各相談窓口

及び関係機関の連携の強化を図り、住宅や介助、サービス利用、就労、権利擁護など、

様々な分野にかかる相談を総合的に支援していくため、基幹相談支援センターの設置

などを進めます。 

また、在宅生活を支援するための障がい福祉サービスを利用しながら、自立した生

活を送れるよう、障がいの種類にかかわらず安定したサービスの提供とニーズに応じ

た生活支援策の充実を図ります。 

 

施策の方向 

① 相談支援体制の充実 

○ 総合相談支援体制の整備 

・総合的・専門的な相談支援の実施、地域の相談支援体制の強化の取り組み、障がい
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者の権利擁護・虐待防止、地域移行・地域定着の促進の取り組み等を業務内容とし

た「基幹相談支援センター」の体制を強化します。 

 

○ 相談員の活用 

・身体障害者相談員、知的障害者相談員、民生委員・児童委員等と随時ケース会議を

開催し、適切な情報提供を行うとともに、緊密な連携を図り、障がい者やその家族

の不安解消を図ります。 

 

○ 自立支援協議会の充実 

・地域の福祉・保健・医療・教育・就労等の専門的な知識のある関係機関から構成す

る自立支援協議会を通して、支援方法の検討や他機関との連携を強化するなど対応

方法を充実させることに努めます。 

 

②生活支援体制の整備 

○ あゆみ館の機能強化 

・知的障がい者の雇用の場の確保、自活に必要な訓練、機能回復など自立と社会参加

の促進を支援するため、「御嵩町障害者支援多機能事業所 あゆみ館」の機能強化を

図ります。 

 

○ 地域生活支援拠点の整備 

・相談、緊急時の受け入れ・対応、体験の機会・場、専門的人材の確保・養成、地域

の体制づくりなどの機能を備えた地域生活支援拠点を整備します。 

 

○ 手帳取得によるサービスの利用促進 

・手帳取得により受けることができるサービスについて、手帳交付時やホームページ、

広報紙などにより適切に広報することで申請等を促し、障がい者やその家族の負担

を軽減します。 

 

○ 苦情解決の支援 

・福祉サービス利用者と事業者の間で生じた苦情について、公正・中立な第三者機関

として、苦情解決援助を行う岐阜県社会福祉協議会の運営適正化委員会の周知を図

り、利用者の権利を擁護し、サービスを適切に利用できるよう支援します。 
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○ 日常生活自立支援事業の利用促進 

・判断能力が不十分で適切な福祉サービスを利用することが困難な障がい者に対し、

福祉サービスの利用や日常の金銭管理などを支援します。日常生活支援事業を利用

する方は年々増加の傾向にあり、今後も普及・啓発に努めていきます。高齢化やニ

ーズも多様化している現状であり、安心して生活が送れるためのサポートとして利

用を進めていきます。 

 

③ 施設入所から地域生活への移行支援 

○ 生活の場の確保 

・地域で安心して暮らせるよう、グループホームの整備を行います。 

 

○ 日中活動の場の充実 

・日常生活における基本的動作の指導、集団生活への適応訓練などのサービスを提供

する放課後等デイサービス事業所、創作的活動や生産的活動の機会などを提供する

生活介護事業所、一般就労への移行を目的にした作業所など、障がい者の日中活動

の場の拡充を図ります。 

 

○ 移動支援の充実 

・障がい者が余暇活動の充実、社会参加または日常生活において円滑に外出できるよ

う、障がい者の移動を支援する移動支援事業の充実を図ります。 

 

○ 障がい福祉計画に基づく施策の推進 

・障がい福祉計画に基づき、施設との連絡会議や連携を行い、施設に入所している障

がい者の地域生活への移行を推進できるようにしていきます。 

 

④ 情報・コミュニケーション体制の整備 

○ 情報提供の充実 

・町の広報やホームページについて、大きな文字を使用するなどの工夫をして障がい

者を含めた誰もが読みやすい、わかりやすい紙面づくりに努めます。 

•多種多様の障がい者福祉サービスについて、広報、ホームページ、リーフレットの配

布などにより一層の周知を図ります。 
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○ コミュニケーション支援体制の強化 

・相談体制の強化を図るとともに、岐阜県聴覚障害者協会等と連携を図り、手話奉仕

員をはじめとしたコミュニケーションを支援する人材の確保・養成・活用を推進し

ます。 

 

○ コミュニケーション支援の充実 

・聴覚機能障がいなどのため、日常生活において意志の疎通を図ることに支障がある

身体障がい者の社会参加を支援するため、手話通訳者や要約筆記者の派遣体制をさ

らに充実します。 

 

 

６ 生活環境の整備 

現状と課題 

障がいのある人をはじめ、すべての人が安心して快適に暮らせるよう、バリアフリ

ーやユニバーサルデザインの推進を図っていくことが必要です。 

アンケート調査では、外出のとき、不便に感じたり困ることとして「公共交通機関

の利用が不便（路線がない、バスの便が少ない、乗降が難しいなど）」が約３割、「障

がい者用駐車場が不備、または少ない」が約 1割半となっています。 

また、地域で安心・安全に日常生活を送るためには、障がいの特性に応じた配慮や

対策が必要であり、障がい者自身や家族はもとより、関係機関や周囲の住民等が連携・

協力して障がい者の安心・安全を守っていくことが重要です。 

アンケート調査の結果をみると、災害等の緊急時に、一人で避難できない人の割合

が約４割半となっており、安全に避難できない理由について、「避難場所まで行けな

い」「災害時の緊急の連絡方法・連絡先がわからない」等となっています。 

また、地震などの災害時に行政にしてほしいこととして、「緊急時に適切な情報提

供をしてほしい」が約４割と最も高く、次いで「安否確認のため見回りをしてほしい」、

「避難所への誘導をしてほしい」となっています。 

今後、災害時の支援体制の強化として福祉避難所の整備や災害発生時の迅速かつ適

切な情報提供、避難支援体制の強化が必要です。 

また、防犯に対する意識啓発や、関係機関や地域住民との連携・協力による見守り、

障がい特性に配慮した防犯対策が必要です。 
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基本方針 

障がい者をはじめ、地域に住むすべての人が、不便を感じることなく日常の生活を

送ることができるよう、公共性の高い施設等のバリアフリー化、ユニバーサルデザイ

ンの導入を推進します。 

安否確認や急病等の緊急時に対応できる仕組みを構築するとともに、障がいのある

人の防災訓練への参加促進を通じて障がいのある人とない人が地域でともに支え合う

体制づくりを目指します。 

 

施策の方向 

① 福祉のまちづくりの推進 

○ バリアフリー化・ユニバーサルデザインの導入の推進 

・公共施設の新築、建て替えにあたっては、バリアフリーやユニバーサルデザインの

採用などに留意し、関係団体等の意見も聴取しながら計画を推進します。 

 

○ 道路の整備 

・計画的な舗装修繕や区画線などによる安全対策により、安全な歩行環境の確保に努

めます。 

 

○ 歩道や公園等の整備 

・歩道や公園の維持修繕や長寿命化修繕に際し、障がい者が安全かつ快適に利用でき

るよう配慮した整備に努めます。 

 

② 防災・防犯体制の整備 

○ 防災意識の普及・啓発 

・障がい者を援助するための防災知識をよりきめ細かく啓発することにより、町民に

対する障がい者への理解を深めていきます。 

 

○ 防災ネットワークの整備 

・防災訓練や、自主防災組織活性化研修会等において災害弱者に対しての支援の大切

さについて啓発していきます。 

・自治会と連携し、個別支援プランの作成を図ります。 
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○ 自主防災組織等の育成 

・防災・防犯対策には、地域や隣近所の協力と助け合いが不可欠であり、地域住民に

より組織される自主防災組織の構築をします。また、防災ボランティアの育成につ

いて社会福祉協議会と連携を図ります。 

・防災コミュニティセンターの平日昼間については社会福祉協議会の職員が管理するこ

とにより、万が一災害が発生した際には迅速にボランティアセンターの立ち上げにつ

なげ、平常時には防災ボランティアの育成及び活躍の場として活用していきます。 

 

○ 防災リーダーの育成 

・地域防災の中心的な役割を担う「御嵩町防災リーダー」の育成を図ります。 

・「防災リーダー会」の効果的な活動を推進し、自助・共助の原則のもと、会が自立

し活動していくよう支援します。 

 

○ 情報連絡体制の確保 

・障がい者に対する災害に関する緊急情報の連絡体制の整備、地域防災拠点・避難所

などにおける情報連絡体制の確保について、障がい者、障がい者団体、ボランティ

ア団体等との連携を図ります。 

 

○ 避難所の確保 

・指定避難所での集団生活が困難な障がい者に対し、指定避難所以外の避難場所を確

保するとともに、医療機関と連携による福祉用具や薬剤等を迅速に供給できる連絡

体制の整備を図ります。 

・障がい者の受け入れ可能な施設を避難所とすることで、災害時の障がい者の支援を

行います。 

 

 

７ 文化芸術活動・スポーツ等の振興 

現状と課題 

豊かで生きがいのある充実した生活を送るためには、スポーツ・文化・レクリエー

ション活動は重要です。 

アンケート調査によると、この１年間に、趣味や学習、スポーツなどの活動をして

いない方が約４割半と多数を占めています。 
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そのため、地域における様々な交流機会づくりに努め、障がいのある人の社会参加

を促進し、関係団体、地域組織等との連携を図り、レクリエーションなど機会の充実

や情報提供、活動を支援するとともに、参加しやすい環境づくりが必要です。 

 

基本方針 

障がいのある人がスポーツ、文化・芸術活動の楽しさを知り、自己実現や社会参加

が図られるよう、障がいのある人が参加するスポーツやレクリエーション、文化・芸

術サークル等を支援します。 

また、障がいのある人もない人も相互に理解しあうよう交流を促進し、地域の人々

とのふれあいの場となるよう内容・機会の充実を図ります。併せて、指導者などの人

材育成を推進していきます。 

 

施策の方向 

① スポーツ・レクリエーション活動の振興 

○ スポーツ・レクリエーション活動の拡充・支援 

・各種団体（御嵩町体育協会、みたけスポーツ・文化倶楽部等）と協力して、障がい

者・健常者の区別なく参加可能な競技やローカルルールを検討し、大会等で検証し

ます。 

 

○ 指導者の養成 

・スポーツ推進員に限らず、体育協会、スポーツ少年団でも障がい者スポーツの指導

者やボランティアの育成を推進します。 

 

○ 活動への支援 

・障がい者が気軽に参加できる種目を検討し、社会福祉法人や支援団体等へ情報提供

します。 

 

② 芸術・文化活動の振興 

○ 芸術・文化活動の活性化への支援 

・芸術・文化活動の充実を図り、各種施設での生涯学習活動と連動する形で、新たな

行事やイベントの実施、情報提供サービスの充実、障がい者の活動に対する支援の

推進など、一層の参加支援に努めます。 
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•広報による講座等の案内を実施するなど参加者の拡大に努めます。 

 

○ 指導者の養成 

・障がい者の芸術・文化活動において、幅広い視野に立った指導者や活動を支えるボ

ランティアなど、人材育成及び確保に努めます。 

•ボランティア養成講座等を計画し実施していきます。 

 

○ 生涯学習活動の充実 

・各種講座等に障がい者が参加できる内容の検討、主に会場となる各公民館のバリア

フリー化、社会福祉協議会等と連携した事業実施体制の整備に努めます。 

 

 

８ 重層的支援体制の構築 

現状と課題 

障がいのある人の地域での生活を支援するため、介護や家事援助等の福祉サービス

や、施設職員、保健・医療従事者、行政職員等の障がいへの理解に加え、専門性の向

上や、点訳・音訳や手話通訳、要約筆記等の専門職者の養成・確保が求められていま

す。そのような状況の中で、庁内及び関係機関で横断的に対応し、断らない相談支援

体制として「重層的支援体制」の構築が求められています。 

現在、町職員の研修については、岐阜県市町村研修センターの実施する研修に参加

させるなど、人材の育成に努めています。 

また、県と連携しながら第三者評価事業も実施しており、サービスの評価に取り組

んでいます。 

本計画の実施については、町民の理解と協力を得て、国・県・町及び民間がそれぞ

れの役割のもとに、連携を密にし、施策を推進することが必要です。 

 

基本方針 

障がい者が地域で生活するためには、介護や家事援助等福祉サービスの充実や、施

設職員、保健・医療従事者、行政職員等の人材の育成・確保に努め、相談や支援の案

件を庁内及び関係機関で横断的に対応する重層的支援体制を構築します。 

また、点訳・音訳や手話通訳、要約筆記等の専門職者の確保・充実を図ります。 
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施策の方向 

① 各種専門分野の充実 

○ 専門職種（人材）の確保・養成、サービスの質の向上 

・各種研修・講習会に参加し、人材育成に努めていきます。個別事例相談に対応でき

る人材の確保・養成を推進していきます。 

・担当職員の能力向上のための研修に係る情報収集及び提供を行います。 

 

○ 各種養成研修への参加促進 

・障がい者福祉サービスや相談支援の質の向上のため、障がい者福祉サービスや相談

支援を提供する者、これらの者に対して必要な指導を行う者の育成を目的とした各

種養成研修に対し、サービス提供者の受講の促進を図ります。 

 

○ 第三者評価事業の整備 

・事業者の提供するサービスの質を事業者や利用者以外の公正・中立な第三者機関が、

専門的かつ客観的な立場から評価する第三者評価事業の実施を岐阜県と連携、推進

し、障がい者福祉サービス事業者の質の向上を図ります。 

 

○ 公共サービス従事者の理解促進 

・知識・理解を向上させるため、担当職員の研修派遣がしやすいよう環境をつくります。 
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第５章    第７期障がい福祉計画・第３期障がい児福祉計画 

 

 

１ 基本指針について 

（１）国の基本指針  

今般の障害者総合支援法及び児童福祉法の一部改正により、都道府県・市町村は、

厚生労働大臣の定める「基本指針」に即して「障害福祉計画」及び「障害児福祉計画」

を定めるものとされています。 

基本指針で示されている計画策定の基本的な考え方は以下のとおりです。 

 

１ 基本的理念 

障害者総合支援法や児童福祉法の基本理念を踏まえつつ、次に掲げる点に

配慮して、総合的な障がい福祉計画及び障がい児福祉計画を作成する。 

・障がい者等の自己決定の尊重と意思決定の支援 

・市町村を基本とした身近な実施主体と障がい種別によらない一元的な障

がい福祉サービスの実施等 

・入所等から地域生活への移行、地域生活の継続の支援、就労支援等の課題

に対応したサービス提供体制の整備 

・地域共生社会の実現に向けた取組 

・障がい児の健やかな育成のための発達支援 

・障がい福祉人材の確保・定着 

・障がい者の社会参加を支える取組定着 

 

２ 障がい福祉サービスの提供体制の確保に関する基本的考え方 

障がい福祉サービスの提供体制の確保に当たっては、１の基本的理念を踏

まえ、次に掲げる点に配慮して、目標を設定し、計画的な整備を行う。 

・全国で必要とされる訪問系サービスの保障 

・希望する障がい者等への日中活動系サービスの保障 

・グループホーム等の充実及び地域生活支援拠点等の整備と機能の充実 

・福祉施設から一般就労への移行等の推進 
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・強度行動障がいや高次脳機能障がいを有する障がい等に対する支援体制

の充実 

・依存症対策の推進 

 

３ 相談支援の提供体制の確保に関する基本的考え方 

・相談支援体制の充実・強化 

・地域生活への移行や地域定着のための支援体制の確保 

・発達障がい者等に対する支援 

・協議会の活性化 

 

４ 障がい児支援の提供体制の確保に関する基本的考え方 

障がい児については、こども基本法（令和４年法律第 77号）第３条第２号

において、全てのこどもについて、適切に養育されること、その生活を保障

されること、その健やかな成長及び発達並びにその自立が図られることその

他の福祉に係る権利が等しく保障される旨が規定されていることに加え、子

ども・子育て支援法（平成 2４年法律第 65 号）第２条第２項において、子ど

も・子育て支援の内容及び水準は、全ての子どもが健やかに成長するように

支援するものであって、良質かつ適切なものでならなければならない旨が規

定されていること及び同法に基づく教育、保育等の利用状況を踏まえ、居宅

介護や短期入所等の障がい福祉サービス、障害児通所支援等の専門的な支援

の確保及び共生社会の形成促進の観点から、保健、医療、保育、教育、就労

支援等の関係機関とも連携を図った上で、障がい児及びその家族に対して、

乳幼児期から学校卒業まで一貫した効果的な支援を身近な場所で提供する体

制の構築を図ることが重要である。 

・地域支援体制の構築 

・保育、保健医療、教育、就労支援等の関係機関と連携した支援 

・地域社会への参加・包容（インクルージョン）の推進 

・特別な支援が必要な障がい児に対する支援体制の整備 

・障がい児相談支援の提供体制の確保 

 

 

基本指針では、障がい福祉サービス等及び障がい児通所支援等の供給体制の確保に関

する目標として、以下のとおり定めています。 
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 障がい者等の自立支援の観点から地域生活への移行や就労支援といった課

題に対応するため、令和８年度を目標年度として必要な障がい福祉サービス等

及び障がい児通所支援等の提供体制の確保に係る目標として次に掲げる項目

を設定することが適当である。 

① 福祉施設の入所者の地域生活への移行 

② 精神障がいにも対応した地域包括ケアシステムの構築 

③ 地域生活支援の充実 

④ 福祉施設から一般就労への移行等 

⑤ 障がい児支援の提供体制の整備等 

⑥ 相談支援体制の充実・強化等 

⑦ 障がい福祉サービス等の質を向上させるための取組に係る体制の構築 

 

 

 

２ 成果目標 

 基本指針においては、障がい福祉サービス等の提供体制の確保等に係る目標を定めること

が求められています。本計画においては、これまでの実績及び地域の実情を踏まえ、施設入

所者の地域生活への移行、地域生活支援拠点等が有する機能の充実、福祉施設から一般就労

への移行等、相談支援体制の充実・強化等、障がい福祉サービス等の質を向上させるための

取組について、成果目標を定めます。 

 

（１）福祉施設の入所者の地域生活への移行 

 障がい者等の自立支援の観点から、施設に入所している人が、自宅やグループホーム

に移って自立した地域生活を送ることができることを目指し、令和８年度における成果

目標を定めます。 

 

【国の基本指針】 

①地域移行者数：令和４年度末施設入所者数の６％以上 

②施設入所者数：令和４年度末の５％以上削減 
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【目標設定の考え方】 

○ 国の基本指針に基づき、本町の施設入所者数を、令和４年度末の 24人から２人の削

減を進めるとともに、令和８年度末までの地域生活移行者数の目標を 22 人としま

す。 

 

●第７期計画における成果目標 

項目 
令和４

年度末 

令和８

年度末 
考え方 

施設入所者数 24人 22人  

施設入所から地域生活への移行者数  2人 
国の基本指針による目標 

24 人×６％≒2人 

施設入所者の削減数  2人 
国の基本指針による目標 

24 人×５％≒2人 

 

（２）精神障がいにも対応した地域包括ケアシステムの構築 

 精神障がい者が、地域の一員として安心して自分らしい生活ができるよう、精神障が

いにも対応した地域包括ケアシステムの構築に向けて具体的な取り組みを展開する指標

として、保健、医療、福祉関係者による協議の場の開催などの活動指標を定めます。 

 

【国の基本指針】 

①精神障がい者の精神病床から退院後１年以内の地域における平均生活日数：325.3 日

以上 

②精神病床における１年以上入院患者数に目標値を設定 

③精神病床における早期退院率：３か月後 68.9%以上、６か月後 84.5%以上、１年後 91.0%

以上 

 

【活動指標の考え方】 

○ 精神障がいにも対応した地域包括ケアシステムを構築するための活動指標は、岐阜

県の目標に沿ったものとします。 

○ 障がいの程度にかかわらず、誰もが安心して自分らしく暮らすことができるよう、

精神障がいにも対応した地域包括ケアシステムの機能について検討を進めます。 

○ 精神障がい者の家族に対する支援の充実に向け、保健、医療、福祉関係者の協議の

場を活用し、検討を進めます。 
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●第７期計画における活動指標 

項目 
令和４年

度実績 

令和８年

度見込 
考え方 

保健、医療、福祉関係者による協議の場の

開催回数 
10回 10 回 

中濃圏域での勉強会

等への参加 

保健、医療、福祉関係者による協議の場へ

の関係者の参加者数 
20人 30 人 上記参加のべ人数 

保健、医療、福祉関係者による協議の場に

おける目標設定及び評価の実施回数 
10回 10 回 

中濃圏域での勉強会

等において実施 

精神障がい者の地域移行支援 0人 1人 
令和４年度実績をも

とに令和８年度末の

状況を見込みます。 

精神障がい者の地域定着支援 0人 1人 

精神障がい者の共同生活援助 4人 5人 

精神障がい者の自立生活援助 0人 1人 

 

（３）地域生活支援拠点等が有する機能の充実 

 障がい者が安心して地域生活を送れるよう支援する地域生活支援拠点等の設置と機能

の充実について、令和５年度までにおける成果目標を定めます。 

 

【国の基本指針】 

①各市町村において地域生活支援拠点等を整備するとともに、コーディネーターの配置

などによる効果的な支援体制及び緊急時の連絡体制の構築を進め、また、年１回以上、

支援の実績等を踏まえ運用状況の検証・検討を行うこと 

②強度行動障がいを有する者に関し、各市町村又は圏域において支援ニーズを把握し、

支援体制の整備を進めること 

 

【目標設定の考え方】 

○令和元年度から推進している、中濃圏域の事業所との連携による地域生活支援拠点等

の面的整備を今後も推進し、地域生活支援拠点等の趣旨、必要性等について周知を

図り、参加事業所の増加を目指します。 

○地域生活支援拠点等の面的な体制の強化に取り組むとともに、その運用状況の検証、

検討が年１回以上行える体制を構築します。 

○強度行動障がいを有する者に関する支援体制を構築します。 
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●第７期計画における成果目標 

項目 令和４年度 目標 考え方 

地域生活支援拠点等の数 １か所 １か所 
事業所との連携による面

的整備を実施する。 

コーディネーターの配置人数 １人 １人  

運用状況の検証、検討の回数  年１回 
自立支援協議会において

実施する。 

強度行動障がいを有する者に関す

る支援体制 
 体制の構築 国の指針による目標。 

 

（４）福祉施設から一般就労への移行等 

 福祉施設から一般就労への移行促進、一般就労後の職場定着を図るため、令和８年度

までにおける成果目標を定めます。 

 

【国の基本指針】 

①一般就労への移行者数：令和３年度実績の 1.28 倍以上 

②就労移行支援事業利用終了者に占める一般就労へ移行した者の割合が５割以上の事

業所：就労移行支援事業所の５割以上 

③就労定着支援事業の利用者数：令和３年度末実績の 1.41倍以上。 

④就労定着支援事業利用終了後一定期間の就労定着率が７割以上となる就労定着支援

事業所の割合：２割５分以上。 

 

【目標設定の考え方】 

○ 本町の令和３年度末の一般就労移行者数は２人、また、就労移行支援事業の利用者

は５人でした。 

○ 令和８年度末における一般企業等に就労する人の目標を５人とし、そのうち就労移

行支援事業利用者が 1 人、就労継続支援Ａ型事業利用者が３人、就労継続支援Ｂ型

事業利用者が 1人と設定します。 

○ 令和８年度末における一般就労移行者割合が５割以上の事業所の割合を５割以上に

設定します。 

○ 町内に就労定着支援事業所がありませんが、事業所の誘致等の際には、就労定着率

が７割以上になるよう指導、助言等を行います。 
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●第７期計画における成果目標 

項目 
令和３

年度末 
目標 考え方 

就労移行支援事業等を通じた一般

就労への移行者数 
2 人 5人 

国の基本指針による目標 

2人×1.28≒3人以上 

 うち就労移行支援事業の利用者 0 人 1人 0人×1.31＝0人以上 

 うち就労継続支援 A 型事業の利用者 2 人 3人 2人×1.29≒3人以上 

 うち就労継続支援 B 型事業の利用者 0 人 1人 0人×1.28＝0人以上 

一般就労移行者割合が５割以上の

事業所の割合 
 5割以上 国の指針による目標 

一般就労移行者のうち就労定着支

援事業利用者数 
0 人 1人 0人×1.41≒0人以上 

就労定着率７割以上の就労定着支

援事業所の割合 
－ － 

町内に事業所がないため目標

を設定できません。 

 

（５）障がい児支援の提供体制の整備等 

 障がい児支援提供体制の整備を図るため、令和８年度までにおける成果目標及び活動

指標を定めます。 

 

【国の基本指針】 

①児童発達支援センターの設置：各市町村又は各圏域に１か所以上。 

②全市町村において、障がい児の地域社会への参加・包容の（インクルージョン）推進

体制の構築。 

③重症心身障がい児を支援する児童発達支援事業所等：各市町村又は圏域に１か所以

上。 

④医療的ケア児支援のための関係機関の協議の場の設置及び関係分野の支援を調整す

るコーディネーターの配置 

 

【目標設定の考え方】 

○ 児童発達支援センターについては、令和８年度末までに、町内１か所確保すること

を目標とします。 

○ 障がい児の地域社会への参加・包容（インクルージョン）を推進する体制について、
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令和８年度末までに、体制を構築することを目指します。 

○ 重症心身障がい児を支援する児童発達支援事業所や放課後等デイサービスの確保に

ついては、引き続きサービスの維持に努めます。 

〇 医療的ケア児支援のための体制整備に努めます。 

 

 

●第７期計画における成果目標 

項目 
令和４

年度末 

令和８年度

目標 
考え方 

児童発達支援センターの設置 なし 
町内で１か

所 
国の指針による目標 

障がい児の地域社会への参加・包容（イン 

クルージョン）を推進する体制 
なし 体制の構築 国の指針による目標 

重症心身障がい児を支援する児童発達支援事

業所、放課後等デイサービス 

中濃圏

域で 

１か所 

中濃圏域で

1か所 
国の指針による目標 

医療的ケア児支援のための関係機関の協議の

場の設置及びコーディネーターの配置 
なし 体制の構築 国の指針による目標 

 

（６）相談支援体制の充実・強化等 

 障がい者、障がい児への相談支援体制の充実・強化を図るため、令和８年度までにお

ける成果目標を定めます。 

 

【国の基本指針】 

①各市町村において、基幹相談支援センターを設置等。 

②協議会における個別事例の検討を通じた地域サービス基盤の開発・改善等。 

 

【目標設定の考え方】 

○ 基幹相談支援センターの設置ついては、引き続き体制確保します。 

○ 協議会において、個別事例の検討を通じた地域サービス基盤の開発・改善等を行う

取組を行うとともに、これらの取組を行うために必要な協議会の体制を確保するこ

とを目指します。 
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●第７期計画における成果目標 

項目 
令和４年度

実績 

令和８年度

見込 
考え方 

総合的・専門的な相談支援 

（基幹相談支援センター） 
設置 設置 

基幹相談支援センターを

引き続き設置する。 

協議会において、地域サービス基

盤の開発・改善等を行う取組を行

うために必要な協議会の体制 

 

体制の構築 国の指針による目標 

 

 

（７）障がい福祉サービス等の質の向上 

 適切な障がい福祉サービスや障がい児通所支援等の提供と、その質の向上を図るた

め、令和８年度までにおける成果目標を定めます。 

 

【国の基本指針】 

①各都道府県及び各市町村において、サービスの質向上のための体制を構築。 

 

【目標設定の考え方】 

○ 障がい福祉サービス等の質を向上させる取組については、岐阜県等が実施する障が

い福祉サービス等に関する研修等へ職員が参加するとともに、審査支払システム等

による審査結果の分析を活用し、関係機関と共有する体制を構築します。 

 

●第７期計画における成果目標 

項目 
令和４年度

実績 

令和８年度

見込 
考え方 

障がい福祉サービス等に係る研

修の活用 
１人 １人 

岐阜県等が実施する研修等へ

職員が参加する。 

審査支払システム等による審査

結果の分析を活用し事業所や関

係自治体等と共有する体制の会

議等の実施 

年 1 回 年 1回 
自立支援協議会等において分

析結果等を共有する。 
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３ 障がい福祉サービス等の利用見込みと確保策等 

（１）訪問系サービス 

① サービスの概要 
サービス名 サービスの内容 

居宅介護 
障がい者の自宅で、入浴・排泄・食時等の身体介護、洗濯・

掃除等の家事援助を行います。 

重度訪問介護 

常に介護を必要とする肢体の重度障がい者に、自宅で入浴・

排泄・食時等の介護、外出時における移動介護などを総合的に

行います。 

同行援護 

移動に著しい困難を有する視覚障がい者に、移動時または外

出先において必要な視覚的情報の支援（代筆・代読を含む）や

必要な移動の援護、排泄、食事の介護を行います。 

行動援護 

常に介護を必要とし、知的障がいや精神障がいによって行動

上著しい困難を有する方に、行動する時に生じる可能性のある

危険を回避するために、必要な援護や外出時の移動介護等を行

います。 

重度障がい者等包括支援 

常に介護を必要とし、意思疎通及び障がいによって行動上著

しい困難を有する方に、居宅介護、生活介護、短期入所等の支

援を包括的に行います。 

 

② 第７期計画における見込量算出の考え方 

○ 令和３年度から令和５年度の利用者数及び利用量の実績を勘案し、令和８年度ま

での見込量を算出します。 

 

③ 第７期計画における見込み 

サービス名 区分 
第７期計画（見込み） 

令和６年度 令和７年度 令和８年度 

居宅介護 
人／月 13 14 15 

時間／月 130 140 150 

重度訪問介護 
人／月 0 0 0 

時間／月 0 0 0 

同行援護 
人／月 1 2 2 

時間／月 1 2 2 

行動援護 
人／月 4 5 5 

時間／月 14 17 17 

重度障がい者等包括支援 
人／月 0 0 0 

時間／月 0 0 0 
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④ 見込量の確保に向けた方策 

○ 一人ひとりの状況に応じて必要なサービスを提供できるよう、サービス提供体制

の整備に努めます。 

○ 近隣市町においても重症心身障がい者へ支援が提供できるよう連携に努めます。 

○ 事業を行う意向を有する事業者の把握に努め、広く情報提供を行い、障害者総合支

援法やニーズ等を周知し、新規参入を働きかけます。 

○ 高い専門性が必要とされる重度訪問介護や行動援護・同行援護が提供できるよう

事業所の確保に努めます。 

○ 障がいのある人の利用ニーズを把握し、適切なサービスが提供できるよう努める

とともに、サービス提供事業者に対して専門的人材の確保とその質的向上を図る

よう引き続き働きかけていきます。 

 

（２）日中活動系サービス 

① サービスの概要 
サービス名 サービスの内容 

生活介護 
常に介護を必要とする方に、主に昼間に施設で入浴や排泄、

食事の介護や創作的活動などの機会を提供します。 

自立訓練（機能訓練） 

病院や施設を退院・退所した方が、自立した日常生活や社会

生活を送ることができるよう、一定期間、身体機能向上のため

に必要な訓練を行います。 

自立訓練（生活訓練） 

病院や施設の退院・退所者が、自立した日常生活や社会生活

を送ることができるよう、一定期間、生活能力向上のために必

要な訓練を行います。 

就労選択支援 

就労継続支援を利用しながら就労に関する知識や能力が向上

した方に、本人の希望も重視しながら、就労移行支援の利用や

一般就労等への選択の機会を適切に提供します。 

就労移行支援 
一般就労を目指す方に、一定期間、就労に必要な知識及び能

力向上のための訓練を行います。 

就労継続支援（Ａ型） 
一般就労が困難な方と雇用契約を結び、就労の機会の提供や

生産活動の提供、知識や能力向上のための訓練を行います。 

就労継続支援（Ｂ型） 

企業等や就労継続支援Ａ型での就労経験があり、年齢や体力

の面で雇用されることが困難になった方や、雇用契約に結び付

かなかった方に、就労機会や生産活動の場、就労に向けた支援

等を行います。 

就労定着支援 

障がい者との相談を通じて生活面の課題を把握するととも

に、企業や関係機関等との連絡調整やそれに伴う課題解決に向

けて必要となる支援を行います。 

療養介護 

常に医療及び介護を必要とする方で、主に昼間に病院等にお

いて機能訓練、療養上の管理、医学的管理のもとでの介護や日

常生活上の支援等を行います。 
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サービス名 サービスの内容 

短期入所（福祉型） 
居宅での介護者が病気などにより介護できない場合に、施設

等で短期間入所し、入浴、排泄、食事の介護を行います。 

短期入所（医療型） 

居宅での介護者が病気などにより、介護できない場合に、施

設等で短期間入所し、入浴、排泄、食事の介護及び医学的管理

のもとでの治療等を行います。 

 

② 第７期計画における見込量算出の考え方 

○ 令和３年度から令和５年度の利用者数及び利用量の実績を勘案し、令和８年度ま

での見込量を算出します。 

○ また、特別支援学校からの新規卒業による利用者数、施設入所からの移行者数を勘

案しています。 

 

③ 第７期計画における見込み 

サービス名 区分 
第７期計画（見込み） 

令和６年度 令和７年度 令和８年度 

生活介護 
人／月 70 71 71 

人日／月 1290 1310 1310 

 うち重度障がい者 
人／月 0 0 0 

人日／月 0 0 0 

自立訓練（機能訓練） 
人／月 0 0 0 

人日／月 0 0 0 

自立訓練（生活訓練） 
人／月 4 5 5 

人日／月 60 65 65 

就労選択支援 
人／月 - 0 0 

人日／月 - 0 0 

就労移行支援 
人／月 2 2 3 

人日／月 25 25 30 

就労継続支援（Ａ型） 
人／月 31 32 33 

人日／月 580 600 620 

就労継続支援（Ｂ型） 
人／月 38 39 40 

人日／月 710 730 750 

就労定着支援 人／月 1 1 1 

療養介護 人／月 0 0 0 

短期入所（福祉型） 
人／月 10 12 14 

人日／月 90 110 130 

 うち重度障がい者 
人／月 0 0 0 

人日／月 0 0 0 

短期入所（医療型） 
人／月 0 0 0 

人日／月 0 0 0 

 うち重度障がい者 
人／月 0 0 0 

人日／月 0 0 0 
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④ 見込量の確保に向けた方策 

○ 利用者のニーズにあった日中活動が送れるようサービスの提供体制整備に努めま

す。 

○ 必要な福祉サービスを身近な地域で利用することができるよう、サービス提供事業

者を確保するため、事業を実施する意向がある事業者の把握に努めるとともに、広

く情報提供を行う等により、多様な事業者の参入を促進します。 

○ 障がいのある人のニーズとサービス提供との隔たりなどの課題を見極め、ニーズ

に即した使いやすいサービスを提供し、地域生活への移行を進めるため、施設入所

者に対し、日中活動系サービスの利用を促進します。 

○ 通所施設へ通所しやすい環境づくりに努めます。 

○ 障がい者の就職準備のための訓練等の場を提供し、職域拡大・各種相談事業を行う

相談支援事業所の運営を支援します。 

○ 町行政機関や公共職業安定所・障がい者職業センター・就労系サービス事業所など

との連携を図りながら「障害者雇用促進法」に基づく各種の助成制度や優遇措置等

について啓発活動を行います。 

○ 相談・情報提供・職場開発等のスタッフ及び機能を充実し、一般就労に移行した障

がいのある人が、安定した就労生活を継続できるよう支援を行います。 

○ 就労移行支援事業を活用した「職場定着支援」を企業へＰＲし、利用促進を働きか

け、一般就労した障がいのある人の就労定着支援に努めます。 

○ 身近な場所で就労ができるようにするため、事業所の確保に努めるとともに、交通

費の助成など、ハード面、ソフト面、両面の整備を行っていきます。 

 

（３）居住系サービス 

① サービスの概要 
サービス名 サービスの内容 

施設入所支援 
障がい者支援施設等の入所者に対して、主に夜間に入浴、

排泄、食事の介護などのサービスを行います。 

共同生活援助（グループホーム） 
地域で共同生活を営む住宅において、相談や日常生活の援

助、介護を行います。 

自立生活援助 

定期的に居宅を訪問し、家事などに課題はないか、体調に

変化はないか等の確認をし、必要な助言を行うとともに、利

用者からの相談や要請により訪問等による対応を行います。 
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② 第７期計画における見込量算出の考え方 

○ 令和３年度から令和５年度の利用者数及び利用量の実績を勘案し、令和８年度ま

での見込量を算出します。 

○ 共同生活援助については、新たに開設予定の事業所を勘案しています。 

○ また、施設入所からの地域移行者数を勘案しています。 

 

③ 第７期計画における見込み 

サービス名 区分 
第７期計画（見込み） 

令和６年度 令和７年度 令和８年度 

施設入所支援 人／月 26 26 26 

共同生活援助 人／月 19 20 21 

 うち重度障がい者 人／月 0 0 0 

自立生活援助 人／月 0 0 0 

 

④ 見込量の確保に向けた方策 

○ 地域生活への移行を進めるため、障がいの程度や社会適応能力などに応じて居住

形態の選択の幅を広げられるよう、国・県等の施設整備補助制度について、指定障

がい福祉サービス事業者に対し、わかりやすい情報提供に努め、グループホームの

整備について施設・事業所への働きかけを行うとともに、近隣市町と連携し、推進

していきます。 

○ 施設整備に対し、地域住民の理解と協力を求めていくとともに、グループホームな

どで体験的に地域生活を行うなど、地域生活への移行を支援します。 

○ 円滑な地域生活が送れるよう、障がいのある人に対する地域住民の理解と協力が

得られるように啓発活動を推進します。 

○ 施設入所待機者の現況を確認し、ニーズの把握と地域生活継続の可能性等を検討

します。 
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（４）相談支援 

① サービスの概要 
サービス名 サービスの内容 

計画相談支援 

障がい福祉サービスまたは地域相談支援（地域移行支援、地域

定着支援など）を利用する全ての方に、相談支援専門員がサービ

スの利用のための支援や調整を行い、サービス等利用計画案を作

成します。また、サービス等の利用状況の検証を行い、計画の見

直しを行います。 

地域移行支援 

障がい者支援施設等に入所している方または精神科病院に入院

している方に、住居の確保その他の地域生活移行のための活動に

関する相談等を行います。 

地域定着支援 

施設・病院からの退所・退院、一人暮らしに移行した人、地域生

活が不安定な方に、常時の連絡体制を確保し、障がいの特性に起因

して生じた緊急の事態等の相談を行います。 

 

② 第７期計画における見込量算出の考え方 

○ 令和３年度から令和５年度の利用者数及び利用量の実績を勘案し、令和８年度ま

での見込量を算出します。 

○ 計画相談支援については、障がい福祉サービス利用者全てを対象としています。 

○ 地域移行支援については、入所支援、精神科病院から地域生活への移行者数を勘案

しています。 

○ 地域定着支援については、地域生活への移行者数、居宅において単身で生活し、地

域生活が不安定な方を勘案しています。 

 

③ 第７期計画における見込み 

サービス名 区分 
第７期計画（見込み） 

令和６年度 令和７年度 令和８年度 

計画相談支援 人／月 40 40 40 

地域移行支援 人／月 1 1 1 

地域定着支援 人／月 1 1 1 

 

④ 見込量の確保に向けた方策 

○ 岐阜県と連携しながら、支援の担い手となる相談支援専門員の量的拡充と質的確

保に努めます。 

○ 特別支援学校在校生への計画相談支援導入の流れ（時期、関わる相談支援事業所

等）を確立し、周知に努めます。 
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○ 計画相談支援等の実施に伴い相談支援専門員が把握したニーズや課題を御嵩町地

域自立支援協議会へ集約し、適切な支援が受けられるよう関係機関、事業所との

連携を図ります。 

○ 障がい者支援施設等と事業所との情報共有を行い、スムーズな地域移行が可能と

なるよう取り組みます。 

 

 

４ 地域生活支援事業の実施に関する事項 

 地域生活支援事業は、障がい者が安心して自律した地域生活を営むことができるよう、地

域の特性や利用者の状況に応じた柔軟な事業形態により市町村または都道府県が行うことと

され、法律上実施すべき必須事業に加え、障がい福祉サービス等の提供状況や障がい者のニ

ーズに基づいて、必要な事業を実施することができるとされています。 

 

（１）必須事業 

① サービスの概要 
サービス名 サービスの内容 

理解促進研修・啓発事業 

日常生活や社会生活を営む上で支障となる「社会的障

壁」を除去するため、障がいに対する理解を促進する研修

や啓発事業を行います。 

自発的活動支援事業 
自立した日常生活や社会生活を営むことができるよう地

域における自発的な取り組みを支援します。 

障害者相談支援事業 

障がい者が住み慣れた地域の中で安心して生活できるよ

う、基幹相談支援センターの設置等相談体制の充実を図

り、より良い支援方法の提供を行います。 

基幹相談支援センター等機能強化

事業 

相談支援事業を適正かつ円滑に実施できるよう、専門的

職員を設置し、相談支援機能の強化を図ります。 

住宅入居等支援事業 

賃貸契約による一般住宅への入居を希望しているが、保

証人がいない等の理由で入居が困難な方に、入居に必要な

調整や地域生活等の支援を行います。 

成年後見制度利用支援事業 

障がい者の権利擁護のため成年後見制度を利用すること

が適当であると認められる方に、成年後見制度の利用を支

援します。 

成年後見制度法人後見支援事業 
成年後見制度の後見業務を適正に行うことができる法人

を確保できる体制を整備します。 

手話通訳者・要約筆記者派遣事業 

聴覚、言語機能、音声機能などの障がいにより、意思疎

通を図ることが困難な方に、手話通訳者等の派遣を行いま

す。 

手話通訳者設置事業 

聴覚、言語機能、音声機能などの障がいにより、意思疎

通を図ることが困難な方に、窓口に手話通訳者等の設置を

行います。 
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サービス名 サービスの内容 

日常生活用具給付事業 
日常生活上の便宜を図るため、日常生活上必要となる生

活用具の支給を行います。 

手話奉仕員養成研修事業 
手話で日常生活の会話ができる知識や表現技術を習得し

た手話奉仕員の養成を図ります。 

移動支援事業 
障がい者の社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等

の社会参加のための外出の際の移動支援を行います。 

地域活動支援センター 
創作的な活動や生産活動、社会との交流促進など多様な

活動の場を設けます。 

 

② 第７期計画における見込量算出の考え方 

○ 令和３年度から令和５年度の利用者数及び利用量の実績を勘案し、令和８年度ま

での見込量を算出します。 

 

③ 第７期計画における見込み 

サービス名 区分 
第７期計画（見込み） 

令和６年度 令和７年度 令和８年度 

理解促進研修・啓発事業 実施の有無 無 無 有 

自発的活動支援事業 実施の有無 無 無 有 

障害者相談支援事業 実施箇所 7 7 7 

基幹相談支援センター 設置の有無 有 有 有 

基幹相談支援センター等機能強化事業 実施の有無 無 無 有 

住宅入居等支援事業 実施の有無 無 無 有 

成年後見制度利用支援事業 実利用者数 1 1 1 

成年後見制度法人後見支援事業 実施の有無 無 無 有 

手話通訳者・要約筆記者派遣事業 実利用件数 8 10 10 

手話通訳者設置事業 設置人数 0 0 0 

日常生活

用具給付

等事業 

介護・訓練支援用具 給付件数 3 3 3 

自立生活支援用具 給付件数 3 3 3 

在宅療養等支援用具 給付件数 3 3 3 

情報・意思疎通支援用具 給付件数 2 2 2 

排泄管理支援用具 給付件数 460 460 460 

居宅生活動作補助用具（住

宅改修費） 
給付件数 1 1 1 

手話奉仕員養成研修事業 講習修了者数 3 3 3 
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サービス名 区分 
第７期計画（見込み） 

令和６年度 令和７年度 令和８年度 

移動支援事業 
実利用者数 6 6 6 

利用時間数 440 440 440 

地域活動支援センター 

箇所（町内） 0 0 0 

箇所（町外） 3 3 3 

延べ利用者数 700 700 700 

 

見込量の確保に向けた方策 

○ 障がい者を取り巻く地域の理解促進を図るとともに、総合的・専門的な支援体制の

充実を図ります。 

○ 障がい福祉サービス事業所や NPO 法人等による地域活動支援センターの設置を支

援するとともに、適切な運営とサービスの質の向上を促します。 

○ 障がい者の地域生活を支援するため、必要な支援の充実を図ります。 

○ 地域における重度身体障がい者のニーズへの対応に努めます。 

○ 障がい者の社会参加を促進するため、広報等による周知を図るとともに、適正な事

業運営を進めていきます。 

 

（２）任意事業 

① サービスの概要 
サービス名 サービスの内容 

訪問入浴事業 
在宅の重度身体障がい者で、自力または家族等の介助だ

けでは入浴が困難な方に、訪問入浴を行います。 

日中一時支援事業 
障がい者の日中における活動の場を確保し、介護者の負

担軽減を図ります。 

 

② 第７期計画における見込量算出の考え方 

○ 令和３年度から令和５年度の利用者数及び利用量の実績を勘案し、令和８年度ま

での見込量を算出します。 

 

③ 第７期計画における見込み 

サービス名 区分 
第７期計画（見込み） 

令和６年度 令和７年度 令和８年度 

訪問入浴事業 実利用者数 1 1 1 

日中一時支援事業 実利用者数 25 28 28 
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見込量の確保に向けた方策 

○ 重度身体障がい者の地域での生活を支援するため、ニーズへの対応に努めます。 

○ 障がい者の地域生活を支援するため、広報等による周知を図るとともに、適正な事

業運営を進めていきます。 

○ 障がい福祉サービス事業所や特定非営利活動法人等による事業実施を促すととも

に、適切な運営とサービスの質の向上を促します。 

 

 

５ 障がい児通所支援等の利用見込と確保策等 

（１）障がい児通所支援 

① サービスの概要 
サービス名 サービスの内容 

児童発達支援 

身体、知的、精神障がい（発達障がいを含む）のある児

童に、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の

付与、集団生活への適応訓練を行います。 

医療型児童発達支援 

身体、知的、精神障がい（発達障がいを含む）のある児

童に、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の

付与、集団生活への適応訓練及び医療的管理下において必

要な治療を行います。 

放課後等デイサービス 

特別支援学校等に通学している児童に、授業終了後また

は休業日において、生活能力の向上のために必要な訓練、

社会との交流その他の便宜を供与します。 

保育所等訪問支援 
保育園等に訪問し、他の幼児との集団生活への適応のた

めの専門的な支援等を行います。 

居宅訪問型児童発達支援 
障がい児の居宅を訪問し、日常生活における基本的な動

作の指導、知識技能の付与等の支援を行います。 

 

② 第３期計画における見込量算出の考え方 

○ 令和３年度から令和５年度の利用者数及び利用量の実績を勘案し、令和８年度ま

での見込量を算出します。 

 

③ 第３期計画における見込み 

サービス名 区分 
第３期計画（見込み） 

令和６年度 令和７年度 令和８年度 

児童発達支援 
人／月 3 4 4 

人日／月 7 10 10 
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サービス名 区分 
第３期計画（見込み） 

令和６年度 令和７年度 令和８年度 

放課後等デイサービス 
人／月 42 44 46 

人日／月 420 440 460 

保育所等訪問支援 
人／月 0 0 0 

人日／月 0 0 0 

居宅訪問型児童発達支援 
人／月 0 0 0 

人日／月 0 0 0 

 

④ 見込量の確保に向けた方策 

○ 既存の障がい児通所支援事業所に対し、利用の拡大を働きかけるとともに、発達段

階に合わせて、専門的に支援を受けることができる事業所の確保に努めます。 

○ 既存の障がい福祉サービス事業所に対し、障がい児通所支援への新規参入を働き

かけます。 

○ 町内だけでは確保が難しいサービスについては、近隣市町の事業所での利用がし

やすくなるよう、連携の強化や情報提供の充実に努めます。 

○ 障がいのある子どもや発達に遅れのある子どもに対して、発達段階における課題

を早期に発見し、適切な療育が受けられる体制づくりに努めます。 

○ 訪問支援等については、関係機関と連携をはかり、途切れのない支援に繋げること

ができるよう体制を整えていきます。 

○ 障がい児が利用できるサービスについて周知を行うとともに、地域の障がい児医

療体制の支援に努めます。 

○ 放課後デイサービスについては、障がいの特性に応じた支援及び生活能力向上の

ための訓練ができるように事業所へ働きかけを行います。 

 

 

（２）障がい児相談支援 

① サービスの概要 
サービス名 サービスの内容 

障がい児相談支援 

障がい児通所支援を利用するすべての児童に、相談支援

専門員が利用のための支援や調整を行い、障がい児支援利

用計画案を作成します。また、サービス等の利用状況の検

証を行い、計画の見直しを行います。 

医療的ケア児に対する関連分野支

援を調整するコーディネーター 

医療的ケア児が、身近な地域で必要な支援が受けられる

ように、福祉・保健・医療・保育・教育等の関連分野の支

援を調整するためのコーディネーターを配置します。 
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② 第３期計画における見込量算出の考え方 

○ 令和３年度から令和５年度の利用者数及び利用量の実績を勘案し、令和８年度ま

での見込量を算出します。 

○ 障がい児相談支援については、障がい児通所支援の利用者全てを対象としていま

す。 

 

③ 第３期計画における見込み 

サービス名 区分 
第３期計画（見込み） 

令和６年度 令和７年度 令和８年度 

障がい児相談支援 人／月 10 11 12 

医療的ケア児に対する関連分

野支援を調整するコーディネ

ーター 

人 0 0 1 

 

④ 見込量の確保に向けた方策 

○ 指定障がい児相談支援事業所の立ち上げに対する支援や、障がい児相談支援体制

の整備を図ります。 

○ 特別支援学校卒業者や、入所施設、医療機関から地域生活に移行する人等のニーズ

にも対応できるよう、町内だけでは確保が難しいサービスについては、近隣市町の

事業所の利用がしやすくなるよう、連携強化や情報提供の充実に努めます。 

○ 障がい児相談支援について、障がい児をとりまく環境に応じて柔軟に対応してい

けるよう、相談員の充実、相談体制の重層化を図り、体制を整えていきます。 
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第６章    計画の推進 

 

 

１ 庁内の連携 

 障がいの理解に向けや啓発やサービスの提供などが総合的に推進できるよう、保健、

医療、福祉のみならず、教育、住宅、まちづくりなどの他分野にも関わる計画として位

置づけられます。そのため計画の推進においては、全庁的な連携のもとで積極的な事業

展開を図ります。 

 

 

２ 関係機関との連携 

 障がい者が暮らしやすい社会を実現するために、地域社会を構成する町民、ＮＰＯ、

ボランティア団体、サービス提供事業者、医療機関、企業、社会福祉協議会及び行政な

どが協働の視点に立って、それぞれの役割を果たすとともに、相互に連携を図りながら

総合的かつ効果的な計画の実施に取り組みます。 

 また、障がい福祉サービス等の利用者の状況等を踏まえ、必要に応じて国や県に対し要望

や提言を行っていきます。 

 

 

３ 計画の進行管理 

 障がい福祉サービス、障がい児通所支援、地域生活支援事業等に関する本計画につい

ては、御嵩町障がい者自立支援協議会において、計画の進捗状況やサービス見込み量、

成果目標の達成状況について点検・評価を行います。 

 

 

４ 計画の弾力的な運用 

 計画期間中においても、障がい者等のニーズの多様化、経済状況の変化など社会環境

の変化が予想されることから、これらの社会環境の変化や国の動向を踏まえ、効率的で

弾力的な運用に努めます。 

 


